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第 1 章 計画の策定にあたって                           

  

１．計画策定の趣旨 

   我が国では、平成２３年８月に「障害者基本法」が改正され、「障害」は個人の心身機能と社会的障壁

の相互作用によって創り出されるものであり、社会的障壁を取り除くのは社会の責務である、という「障害の社

会モデル」の概念のほか、基本原則として、地域における共生等、差別の禁止、国際的協調が定められ、障

害を理由とする差別の禁止に関し、障害者権利条約にいう「合理的配慮」の概念が盛り込まれました。 

   平成２４年６月には、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（障害者総

合支援法）が制定され、障害福祉サービスの対象となる障害者の範囲の見直し等が行われました。 

   また、平成２５年６月には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別解消法）

が制定されるとともに、「障害者の雇用の促進等に関する法律」（障害者雇用促進法）が改正され、いずれ

も平成２８年４月から施行されました。さらに、平成２８年６月には「児童福祉法」が改正され、障害児の

サービスに係る提供体制の計画的な構築の推進等が盛り込まれました。 

   こうした国内法の整備をはじめとする障害者に関する様々な制度の改正を通じて、障害者の地域生活を支

える仕組みの構築や障害福祉サービス等の充実が図られてきています。 

   本村では、平成１８年度に障害者基本法改正に伴う「障害者計画」及び障害者自立支援法に基づく

「障害福祉計画」を策定し、以降３年ごとに見直しを行うとともに、平成 30 年度には新たに「障害児福祉計

画」を併せて策定しました。 

   令和３年３月に策定した「三宅村第３期障害者計画・第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計

画」の計画期間が令和５年度末で終了することから、これまでの計画の進捗状況を検証し、アンケート等によ

る障害者等のニーズを踏まえながら、国の計画、基本指針等をもとに、「三宅村第４期障害者計画・第７期

障害福祉計画・第３期障害児福祉計画」を一体の計画として策定するものです。 
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２．計画の性格・位置付け 

   本計画は、三宅村障害者計画、三宅村障害者福祉計画、三宅村障害児福祉計画の３つの性格を併せ 

持つ計画として一体的に策定するものです。 

 ①第４期三宅村障害者計画 

   障害者基本法第１１条第３項の規定に基づき策定します。村の障害者施策に関する基本計画としての性 

格を有し、基本理念や基本目標を掲げています。 

 ※障害者基本法第１１条第３項 「市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町 

   村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画を策定しなければなら 

   ない。」 

 ②第７期三宅村障害福祉計画及び第３期三宅村障害児福祉計画 

   障害福祉計画は、障害者総合支援法第８８条第１項の規定に基づいて策定します。計画期間における障 

害福祉サービスや地域支援事業の見込み量、提供体制などを掲げています。 

障害児福祉計画は、児童福祉法第３３条の２０第１項の規定に基づいて策定します。計画期間における 

障害児通所支援及び障害児相談支援の見込み量、提供体制などを掲げています。 

 ※障害者総合支援法第８８条第１項 「市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律 

に基づく業務の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。」 

 ※児童福祉法第３３条の２０第１項 「市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制 

   の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。」 

 ③他の計画との整合 

   三宅村は、島の特性や今後の課題などを踏まえながら、島民全体が今後の取組や目標意識を共有できる計 

画として、「第６次三宅村総合計画」を令和３年１２月に策定しました。 

計画は、基本理念を「ともに創り出す島（ふるさと）の未来」と定め、１０年後の島の将来像を「思いやりが環 

（めぐ）る豊かな島」を目指して、まちづくりの基本姿勢及びその具体化にあたっての基本方針と主要施策を定めて 

います。この中で、「基本方針３ 安心して健やかに暮らせる地域づくり」では、「基本施策１ 地域支え合いの 

施策」として施策の方向及び施策の概要を定めています。 

 本計画は、「第６次三宅村総合計画」の趣旨を踏まえて策定するものです。 

 また、本計画は、「三宅村地域福祉計画」「三宅村子ども・子育て支援事業計画」「三宅村高齢者保健福祉 

計画」「三宅村介護保険事業計画」など、他の三宅村の計画との整合性を図っています。 

 

 

整 合 

                                       

《三宅村の関連計画》 

○三宅村総合計画 

○三宅村地域福祉計画 

○三宅村子ども・子育て支援計画 

○三宅村高齢者保健福祉計画 

○三宅村介護保険事業計画 

○第４期三宅村障害者計画 

 理念や基本目標を定めます。 

○第７期障害福祉計画 

 障害福祉サービスの見込み量や提供体制を定めます。 

○第３期障害児福祉計画 

 障害児通所支援、障害児相談支援の見込み量や 

 提供体制を定めます。 
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３．計画期間 

  計画期間は、令和６年度から令和８年度までの３年間です。 

 

 ○障害者基本法に基づく「第４期三宅村障害者計画」 
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２２ 
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２６ 
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２７ 

年度 
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２８ 

年度 

平成 

２９ 

年度 

平成 

３０ 

年度 

平成 

３１ 

年度 

令和 

２ 

年度 

令和 

３ 

年度 

令和 

４ 

年度 

令和 

５ 

年度 

令和 

６ 

年度 

令和 

７ 

年度 

令和 

８ 

年度 

 

 

 

                 

 

 ○障害者総合支援法に基づく「第７期三宅村障害福祉計画」 
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 ○児童福祉法に基づく「第３期三宅村障害児福祉計画」 
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８ 
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 [参 考] 三宅村総合計画 
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第１期（平成１８年度～） 第３期 第４期 第２期 

第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第２期 

第２期 第３期 第１期 

第４次 第５次 第６次 



第2章　障害者を取り巻く現状と課題

　１．人口及び障害者データ

　（1）人　口

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

2,686 2,607 2,535 2,497 2,447 2,386 2,361 2,294 2,272 2,215

1,027 1,014 1,014 999 987 959 952 941 935 908

248 240 240 244 242 239 244 250 256 256

　（２）障害者データ

　　　①　身体障害者数

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

162 153 135 131 125 119 110 101 100 97

6.0% 5.9% 5.3% 5.2% 5.1% 5.0% 4.7% 4.4% 4.4% 4.4%

121 116 104 99 94 93 86 77 78 77

74.7% 75.8% 77.0% 75.6% 75.2% 78.2% 78.2% 76.2% 78.0% 79.4%

0 0 0 0 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　　　①-２　手帳の内訳（級別）

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

46 45 43 47 46 43 38 34 34 34

39 35 27 23 19 17 14 13 13 12

29 27 27 26 24 22 20 18 17 17

30 30 26 27 28 30 29 27 26 23

10 7 5 4 5 5 7 6 7 7

8 9 7 4 3 2 2 3 3 4

162 153 135 131 125 119 110 101 100 97

人　　口

うち65歳以上

うち18歳未満

（各年とも4月1日現在の住民基本台帳人口　単位：人）

（各年とも4月1日現在　単位：人）

1級

（各年とも4月1日現在　単位：人）

手帳保持者

人口に対する

障害者割合

障害者における

65歳以上割合

うち18歳未満

合　　計

障害者における

18歳未満割合

うち65歳以上

2級

3級

4級

5級

6級
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　　　①-３　手帳の内訳（障害の内容別）

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

43 40 36 35 34 30 24 20 20 17

90 86 74 71 64 60 56 51 50 47

30 25 20 17 18 17 12 9 9 8

9 9 8 8 8 7 6 6 6 6

13 11 9 7 8 7 8 7 7 6

6 5 5 7 7 7 5 4 4 3

2 2 2 2 2 2 1 0 0 0

2 2 1 2 2 2 2 1 1 1

4 5 7 8 8 9 8 9 9 8

4 4 4 5 6 6 6 4 4 3

21 22 19 21 19 16 17 14 14 16

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

224 211 185 183 176 163 145 125 125 116

　　　②　知的障害者数

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

30 31 29 30 32 31 29 29 28 32

1.1% 1.2% 1.1% 1.2% 1.3% 1.3% 1.2% 1.3% 1.2% 1.4%

4 4 4 4 4 4 5 5 5 6

13.3% 12.9% 13.8% 13.3% 12.5% 12.9% 17.2% 17.2% 17.9% 18.8%

1 2 4 4 4 2 2 5

3.4% 6.7% 12.5% 12.9% 13.8% 6.9% 7.1% 15.6%

　　　②-２　手帳の内訳（級別）

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 5 5 5 5 5 4 3 3 3

13 13 11 11 11 10 9 10 9 11

12 13 13 14 16 16 16 15 16 18

30 31 29 30 32 31 29 28 28 32

呼吸器

下　肢

体　幹

聴　覚

音声・言語

視　覚

＊重複あり（各年とも4月1日現在　単位：人）

上　肢

そしゃく

（各年とも4月1日現在　単位：人）

手帳保持者

人口に対する

障害者割合

うち65歳以上

腎　臓

膀胱直腸

心　臓

合　　計

免　疫

１度

２度

３度

４度

障害者における

65歳以上割合

うち18歳未満

障害者における

18歳未満割合

（各年とも4月1日現在　単位：人）

合　　計
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　　　③　精神障害者数

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

21 24 23 24 25 25 23 21 19 21

0.8% 0.9% 0.9% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 0.9% 0.8% 0.9%

6 6 8 6 8 8 8 6 5 7

28.6% 25.0% 34.8% 25.0% 32.0% 32.0% 34.8% 28.6% 26.3% 33.3%

0 0 0 0 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　　　③-２　手帳の内訳（級別）

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

2 3 1 0 0 0 0 0 0 0

13 14 15 16 16 16 14 15 15 16

6 7 7 8 9 9 9 6 4 5

21 24 23 24 25 25 23 21 19 21

[参考]③-３　自立支援医療(精神通院) …精神通院時に医療機関・薬局での自己負担を１割に助成する制度

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

37 39 41 41 40 42 39 40 34 35

　　　④　難病医療

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

27 33 34 34 33 37 31 28 28 32

人口に対する

障害者割合

うち65歳以上

障害者における

65歳以上割合

うち18歳未満

障害者における

18歳未満割合

（各年とも4月1日現在　単位：人）

精神障害者

手帳保持者

受給者証

所持者数

（各年とも4月1日現在　単位：人）

（各年とも4月1日現在　単位：人）

3級

合　　計

＊６５歳以上は介護保険制度が優先になります。

（各年とも4月1日現在　単位：人）

1級

2級

医療券所持者数

＊障害者総合支援法の施行に伴い、障害福祉サービスの対象に難病が追加（Ｈ25/4から）
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　　　⑤　福祉サービス利用状況

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 11 9 9 9 7 7 7 7 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 2 2 1 0 0

0 0 0 0 0 1 1 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 3 2 1 2 2 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 6 7 7 7 7 7 7 8 10

10 10 9 8 8 7 8 6 6 5

0 0 4 9 0 1 1 3 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 31 35 38 28 30 31 29 24 25

重度訪問介護

同行援護

行動援護

重度障害者等

包括支援

生活介護

（各年とも4月1日現在　単位：人）

居宅介護

療養介護

福祉型短期入所

医療型短期入所

共同生活援助

自立訓練

(機能訓練)
自立訓練

(生活訓練)

就労移行支援

就労継続支援

(Ａ型）
就労継続支援

(Ｂ型）

合　　計

医療型児童

発達支援
放課後等

デイサービス
保育所等

訪問支援
福祉型児童

入所支援
医療型児童

入所支援

施設入所支援

計画相談支援

地域移行支援

地域密着支援

児童発達支援

＊６５歳以上は介護保険制度が優先になります。

障害児相談支援
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　　　⑥　障害支援区分認定者数

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

6 5 5 6 6 5 5 2 2 3

2 3 4 4 4 4 5 5 5 3

5 6 4 2 2 3 3 4 4 3

1 0 1 1 1 1 3 3 3 3

2 3 3 4 4 4 5 2 2 2

3 2 1 0 0 0 1 1 1 0

1 1 1 1 1 1 2 2 2 1

20 20 19 18 18 18 24 19 19 15

　　　⑦　村内における事業所数

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

1

合　　計

6

5

4

3

（各年とも4月1日現在　単位：人）

支援区分なし

（各年とも4月1日現在　単位：事業所数）

居宅介護
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　２．アンケート調査結果

　（１）調査の概要

　　　①目　的

　　　②調査の実施方法

　　　　・対象者 　・障害者手帳及び精神通院受給者証をお持ちの方

　・特別児童扶養手当受給対象の方

　・指定難病受給者証をお持ちの方

　　　　・基準日

　　　　・調査方法 郵送による配布及び回収

　　　　・調査期間 調査の実施 令和５年９月３０日～１０月３１日

集　　計 令和５年１１月

令和5年9月1日

　　　三宅村障害福祉計画策定にあたり、障害福祉に関するニーズを把握するとともに、今後の施策展開

　　の基礎資料として本調査を実施し、本計画及び今後の障害福祉行政へ反映させることを目的とします。
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　（２）回収状況

⇨ 障害種別ごとの回収状況

（３）調査結果

問１ 回答者

50.0%

2

指定難病受給者証保持者

1 50.0%

30 15

特別児童扶養手当受給対象者

22.2%

81合　　計

回収数 回収率

85 43 50.6%

種　　別（重複あり）

身体障害

対象者

回　答

無回答

81

162 100.0% 157 100.0%

比　率人　数

14 41.2%

21 67.7%

精神障害（精神通院受給者証保持者含む）

知的障害

１.本人

２.本人の家族

３.家族以外の介助者

比　率人　数

49 60.5%

14 17.3%

18

令和２年度

75

87

46.3% 51.6%

53.7% 76 48.4%

31

34

令和５年度

人　数 比　率

配布数

回収率は、前回の46.3％に対し、今回は51.6％と、5.3ポイント向上しました。これは調査期

間中に対象者へ再度提出依頼を行ったためです。

障害区分ごとの回収状況は、「精神障害」が41.2％と最も低く、ほかの障害はいずれも50％以

上でした。今回は、特別児童扶養手当受給対象者及び指定難病受給者証保持者の方を新たに対

象に加えました。

回答者は、「本人」が60.5％と最も多くを占め、次いで「家族以外の介助者」が22.2％、「本

人の家族」が17.3％となりました。

回 答

51.6%

無回答

48.4%

令和５年度

回 答

無回答

１.本人

61%

２.本人の家族

17%

３.家族以

外の介助

者…

１.本人 ２.本人の家族 ３.家族以外の介助者

10



問２・３ 年齢（令和５年１０月１日現在）及び性別

人数 人数 人数

1 2 3 5

2 2 1 3

1 0 2 2

9 3 3 6

13 8 8 16

16 7 4 11

21 12 10 22

11 4 6 10

0 1 5 6

1 0 0 0

75 39 42 81

⑩　無回答

合　計

平均年齢

48.1%

比　率

④　４０歳～４９歳

1.3%

2.7%

1.3%

5.1%

5.1%

0.0%

7.1%

2.4%

4.8%

7.1%

9.5%

0.0%

①　０歳～１９歳

②　２０歳～２９歳

③　３０歳～３９歳

あなた（宛名の方）の性別・年齢・ご家族などについて

13.6%

27.2%

12.3%

7.4%

合　計女　性男　性

10.3%

令和５年度

⑤　５０歳～５９歳

⑥　６０歳～６９歳

⑦　７０歳～７９歳

⑧　８０歳～８９歳

⑨　９０歳～

0.0%

比　率

6.2%

3.7%

2.5%

7.4%

19.8%

60.4歳― 57.1歳

0.0%

51.9%

7.7%

20.5%

17.9%

30.8%

12.0%

17.3%

21.3%

28.0%

14.7%

1.3%

23.8%

63.5歳

令和２年度

比　率人数
比　率

14.3%

11.9%2.6%

0.0%

19.0%

2

2

0

3

8

7

12

4

1

0

3

1

2

3

8

4

10

6

5

0

① ０歳～１９歳

② ２０歳～２９歳

③ ３０歳～３９歳

④ ４０歳～４９歳

⑤ ５０歳～５９歳

⑥ ６０歳～６９歳

⑦ ７０歳～７９歳

⑧ ８０歳～８９歳

⑨ ９０歳～

⑩ 無回答

男 性 女 性

回答者の性別は、男性48.1％、女性51.9％と、ほぼ同率でした。また、年齢層は、前回同様

「70歳代」が最も多く、「60歳代以上」は60.5％と前回の64％より3.5ポイント減少しました

が、「30歳未満」は10％で6ポイント増加しています。
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問４ 居住地区

人数 人数

14 11

7 7

7 7

9 13

27 29

8 14

3 0

75 81

問５ 同居者続き柄（複数回答あり）

人数 人数

7 6

9 13

6 9

0 0

0 2

20 24

12 12

5 0

3 37

75 81

*R2は「同居者がいる方」のみを対象、R5はすべての方を
対象の設問。そのため⑨は、R2は「無回答」の集計であ
り、R5は1人、グループホーム、福祉施設利用者の集計。

令和５年度

比　率 比　率

9.3% 7.4%

⑤　阿　古

⑥　島　外

⑦　無回答

合　計

全回答者

①　父　親

②　母　親

③　兄弟姉妹

④　祖　父

⑤　祖　母

⑧　その他

⑨　いない(一人)

17.3%

4.0% 0.0%

①　神　着

②　伊　豆

③　伊ヶ谷

④　坪　田

9.3% 8.6%

12.0% 16.0%

比　率 比　率

令和2年度 令和５年度

18.7% 13.6%

36.0% 35.8%

9.3% 8.6%

10.7%

16.0% 14.8%

6.7% 0.0%

4.0% 45.7%

令和２年度

12.0% 16.0%

8.0% 11.1%

0.0% 0.0%

0.0% 2.5%

26.7% 29.6%⑥　配偶者

⑦　子

阿古地区が35.8％と最も多くなっていますが、阿古地区には「あじさいの里」入所者が含まれ

ていることが要因と考えられます。一方、島外の方が前回よりも約7ポイント増加しています。

施設入所者を含めて（一人）と回答され

た方が45.7％と、最も多くなっています。内

訳は、一人暮らし14人［17％］、グループ

ホーム３人［4％］、福祉施設20人

［25％］となっています（問２０の回答から

引用。比率は対全回答者数比）。

前回比では、「母親」が４ポイント、「兄弟

姉妹」が3.1ポイント、「配偶者」が2.9ポイ

ント増加しています。

13.6%

8.6%

8.6%

16.0%

35.8%

17.3%

0.0%

① 神 着

② 伊 豆

③ 伊ヶ谷

④ 坪 田

⑤ 阿 古

⑥ 島 外

⑦ 無回答

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

令和５年度

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

① 父 親

② 母 親

③ 兄弟姉妹

④ 祖 父

⑤ 祖 母

⑥ 配偶者

⑦ 子

⑧ その他

⑨ いない(一人)

令和２年度比 率 令和５年度比 率
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問６ 日常生活での必要な支援

計

人数 人数 人数 人数

66 12 2 80

58 13 8 79

50 17 12 79

57 14 8 79

51 20 8 79

63 11 5 79

42 22 15 79

46 19 14 79

43 11 26 80

42 14 23 79

58.2% 24.1%

比　率 比　率

2.5%

64.6% 25.3% 10.1%

79.7% 13.9% 6.3%

10.1%

63.3% 21.5% 15.2%

72.2% 17.7% 10.1%

①　食事の介助

②　トイレの介助

③　入浴の介助

④　衣服の着脱介助

⑤　身だしなみの介助

⑥　家の中の移動介助

⑦　外出の介助

82.5% 15.0%

53.8%

19.0%

73.4% 16.5%

17.7%

32.5%

53.2% 27.8%

13.8%

⑧　家族以外の人との意思疎通の援助

⑨　お金の管理の援助

不　要 一部(ときどき)必要 全部必要

比　率

53.2% 17.7% 29.1%⑩　薬の管理の援助

日常生活の支援では、「①食事の介助」「⑥家の中の移動」では概ね80％以上の方が支援は不

要と回答されましたが、それ以外の項目では27％～47％の方が何らかの支援を必要とされてい

ます。特に、「⑦外出の介助」から「⑩薬の管理の援助」では、4割以上の方が何らかの支援を

必要とされているほか、「⑨お金の管理」「⑩薬の管理」では、全部必要と回答された方が

30％前後と最も多くなっています。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

① 食事の介助

② トイレの介助

③ 入浴の介助

④ 衣服の着脱介助

⑤ 身だしなみの介助

⑥ 家の中の移動介助

⑦ 外出の介助

⑧ 家族以外の人との意思疎通の援助

⑨ お金の管理の援助

⑩ 薬の管理の援助

不 要 一部(ときどき)必要 全部必要
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　「問６　日常生活での必要な支援」ですべての項目に「不要」と回答された人の比率（世帯状況ごと）

計

人数 人数 人数 人数

11 2 0 13

23 21 0 44

0 21 2 23

問７ 主な支援者（問６で支援が「一部(ときどき)必要」「全部必要」な方を対象）(複数回答あり)

人数 人数

14 14 0

10 9 1

8 8 0

23 21 2

5 5 0

47 45 2

20.0% 50.0%

17.8% 0.0%

31.1% 0.0%

問６で支援を必要と回答された方

⑤　その他の人（ボランティア等）

④　ホームヘルパーや施設職員

③　子ども

②　配偶者（夫または妻）

①　父母・祖父母・兄弟姉妹

全体比率人数

84.6% 15.4% 0

52.3% 47.7% 0

比　率

一人暮らし

家族と同居

福祉施設等

10.6%

21.3%

17.0%

48.9%

0.0% 91.3% 8.7%

46.7% 100.0%

11.1% 0.0%

一部(ときどき)必要 全部必要

比　率 比　率

29.8%

不　要 一部(ときどき)必要 全部必要

比　率 比　率

日常生活での必要な支援について、すべての項目を不要とされた人は、「一人暮らし」の方

では11人84.6％、「家族と同居」の方では23人52.3％の方が、すべての項目で支援を「不要」

と回答されました。なお、「家族と同居」の方のうち、支援を一部（ときどき）必要」とされ

た方は、「不要」と回答された方とほぼ同率の21人47.7％でした。

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

① 父母・祖父母・兄弟姉妹

② 配偶者（夫または妻）

③ 子ども

④ ホームヘルパーや施設職員

⑤ その他の人（ボランティア等）

全体比率 一部(ときどき)必要比 率 全部必要比 率

支援を必要としている方のうち23人48.9％の方が「④ホームヘルパーや施設職員」を必要とし

ています。一方、「①父母・祖父母・兄弟姉妹」が14人29.8％、「②配偶者」が10人21.3％、

「③子ども」8人17.0％と、家族が支え手となっているケースが多いことがわかります。
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「問６日常生活での必要な支援」のうち、問20で「一人で暮らしている」と回答された方の分を抽出

計

人数 人数 人数 人数

12 1 0 13

13 0 0 13

13 0 0 13

12 1 0 13

12 1 0 13

13 0 0 13

11 2 0 13

12 1 0 13

12 0 1 13

12 1 0 13

⑨　お金の管理の援助 92.3% 0.0% 7.7%

⑩　薬の管理の援助 92.3% 7.7% 0.0%

⑦　外出の介助 84.6% 15.4% 0.0%

⑧　家族以外の人との意思疎通の援助 92.3% 7.7% 0.0%

⑤　身だしなみの介助 92.3% 7.7% 0.0%

⑥　家の中の移動介助 100.0% 0.0% 0.0%

③　入浴の介助 100.0% 0.0% 0.0%

④　衣服の着脱介助 92.3% 7.7% 0.0%

＊問20で「一人で暮らしている方」＝14人。うち1名は問6無回答

不　要 一部(ときどき)必要 全部必要

比　率 比　率 比　率

①　食事の介助 92.3% 7.7% 0.0%

②　トイレの介助 100.0% 0.0% 0.0%

「一人で暮らしている」方への「日常生活の支援」では、ほとんどの項目で「支援は不要」と

回答されていますが、「⑦外出の介助」では15％の方が「一部必要」と回答されています。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① 食事の介助

② トイレの介助

③ 入浴の介助

④ 衣服の着脱介助

⑤ 身だしなみの介助

⑥ 家の中の移動介助

⑦ 外出の介助

⑧ 家族以外の人との意思疎通の援助

⑨ お金の管理の援助

⑩ 薬の管理の援助

不 要 一部(ときどき)必要 全部必要
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問８ 支援している家族の年齢（令和５年１０月１日現在）と性別及び健康状態

人数 人数 人数 良い 普通
良くな

い
良い 普通

良くな

い
良い 普通

良くな

い

0 1 1 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0

1 2 3 1 2 1 2 0

1 4 5 1 3 1 3 2 0

3 1 4 1 2 1 1 3 0

2 5 7 2 2 2 1 2 4 1

5 3 8 5 2 1 0 7 1

0 1 1 1 0 0 1

0 0 0 0 0 0

1 1 2 0 0 0

13 18 31 2 10 0 6 8 3 8 18 3

5.6% 12.9%

健康状態(男性) 健康状態(女性)男　性 女　性 合　計

11.1% 9.7%

④　４０歳～４９歳 7.7% 22.2% 16.1%

比　率 比　率

①　０歳～１９歳 0.0% 5.6% 3.2%

平均年齢 64.8歳 55.8歳 59.3歳

⑨　９０歳～ 0.0% 0.0% 0.0%

⑩　無回答 7.7% 5.6% 6.5%

合　計 41.9% 58.1%

⑥　６０歳～６９歳

健康状態(合計)

令和５年度

⑤　５０歳～５９歳

②　２０歳～２９歳 0.0% 0.0% 0.0%

15.4% 27.8% 22.6%

③　３０歳～３９歳 7.7%

23.1%

比　率

⑦　７０歳～７９歳 38.5% 16.7% 25.8%

⑧　８０歳～８９歳 0.0% 5.6% 3.2%

0 5 10 15 20

① ０歳～１９歳

② ２０歳～２９歳

③ ３０歳～３９歳

④ ４０歳～４９歳

⑤ ５０歳～５９歳

⑥ ６０歳～６９歳

⑦ ７０歳～７９歳

⑧ ８０歳～８９歳

⑨ ９０歳～

⑩ 無回答

合 計

支援者の年齢区分（性別ごと）

男 性 女 性

1 

1 

2 

1 

3 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

5 

2 

1 1 

0 2 4 6 8 10 12

良い

普通

良くない

良い

普通

良くない

健
康
状
態

(男
性

)
健
康
状
態

(女
性

)

健康状態

① ０歳～１９歳 ② ２０歳～２９歳 ③ ３０歳～３９歳

④ ４０歳～４９歳 ⑤ ５０歳～５９歳 ⑥ ６０歳～６９歳

⑦ ７０歳～７９歳 ⑧ ８０歳～８９歳 ⑨ ９０歳～

⑩ 無回答

支援している家族の平均年齢は、男性が64.8歳、女性が55.8歳であり、年齢層は40代から70代が

多いものの、10代から80代まで幅広く分布しています。また、男性より女性の方が16ポイント上

回っています。健康状態では、女性の60代～80代の方が「良くない」と回答されています。
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問９ 身体障害者手帳の所持状況

人数

13

4

6

12

4

2

40

81

問１０ 身体障害者手帳の障害内訳

人数

4

3

0

3

14

1

16

41

あなたの障害の状況について

比　率

①　１級 16.0%

②　２級 4.9%

⑥　６級 2.5%

⑦　持っていない 49.4%

合　　計

③　３級 7.4%

④　４級 14.8%

⑤　５級 4.9%

③　音声・言語・そしゃく機能障害 0.0%

④　肢体不自由（上肢） 7.3%

⑤　肢体不自由（下肢） 34.1%

* 障害者雇用促進法における重度障害者

比　率

①　視覚障害 9.8%

②　聴覚障害 7.3%

⑥　肢体不自由（体幹） 2.4%

⑦　内部障害（①～⑥以外） 39.0%

合　　　計

身体障害者手帳を持っている方は41人で全回答者の約51％を占め、そのうち重度*である1級～

2級の方は17人で全回答者の約21％です。

障害者手帳の障害の内訳では、内部障害が39.0％と最も多く、次いで肢体不自由（下肢）が

34.1％となっています。

① １級

16%

② ２級

5%
③ ３級

7%

④ ４級

15%

⑤ ５級

5%

⑥ ６級

3%

⑦ 持ってい

ない

49%

① １級 ② ２級 ③ ３級
④ ４級 ⑤ ５級 ⑥ ６級
⑦ 持っていない

10%

7%
0%

7%

34%3%

39%

① 視覚障害

② 聴覚障害

③ 音声・言語・そしゃく機能障害

④ 肢体不自由（上肢）

⑤ 肢体不自由（下肢）

⑥ 肢体不自由（体幹）

⑦ 内部障害（①～⑥以外）
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問１１ 療育手帳（愛の手帳）の所持状況

人数

0

2

7

11

1

60

81

問１２ 精神障害者保健福祉手帳の所持状況

人数

1

8

1

4

67

81

比　率

①　１度 0.0%

②　２度 2.5%

⑥　持っていない 74.1%

合　　　計

比　率

③　３度 8.6%

④　４度 13.6%

⑤　知的障害があるが手帳を持っていない 1.2%

④　精神障害があるが手帳を持っていない 4.9%

⑤　持っていない 82.7%

合　　　計

①　１級 1.2%

②　２級 9.9%

③　３級 1.2%

精神障害者保健福祉手帳を持っている方は10名で全回答者の12.4％です。等級では、「2級」

が最も多くなっています。なお、「精神障害があるが手帳を持っていない」方が4人5％います。

療育手帳（愛の手帳）を持っている方は20人で全回答者の24.7％となっています。持っている

方のうち9割が、「3度」「4度」の方です。

① １度

0%

② ２度

2%
③ ３度

9%

④ ４度

14%

1%

⑥ 持って

いない

74%

① １級
② ２級
③ ３級
④ 精神障害があるが手帳を持っていない
⑤ 持っていない
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問１３ 【１８歳未満の方】重症心身障害の認定状況

人数

0

5

5

問１４ 指定難病の認定状況

人数

15

66

81

問１５ 発達障害としての診断状況

人数

8

73

81

問１６ 高次脳機能障害としての診断状況

人数

4

77

81

合　　計

比　率

①　受けている 18.5%

比　率

①　受けている 0.0%

②　受けていない 100.0%

①　ある 9.9%

②　ない 90.1%

合　　計

②　受けていない 81.5%

合　　計

比　率

合　　計

比　率

①　ある 4.9%

②　ない 95.1%

重症心身障害の認定を受けている方はいませんでした。

指定難病の認定を受けている方は、15人18.5％でした。

発達障害として診断をされている方は、8人9.9％でした。

高次脳機能障害として診断されている方は、4人4.9％でした。

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

比 率

① 受けている ② 受けていない

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

比 率

① ある ② ない
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問１７ 高次脳機能障害の関連障害（複数回答あり）

人数

0

0

2

4

3

3

1

4

問１８ 医療的ケアの有無

人数

32

48

1

81

問１９ 受けている医療的ケアの内容（複数回答あり）

人数

0

1

3

2

0

0

0

1

2

1

22

8

32

比　率

①　視覚障害 0.0%

⑤　肢体不自由（下肢） 75.0%

⑥　肢体不自由（体幹） 75.0%

⑦　内部障害（①～⑥以外） 25.0%

②　聴覚障害 0.0%

③　音声・言語・そしゃく機能障害 50.0%

④　肢体不自由（上肢） 100.0%

②　受けていない 59.3%

　　　無回答 1.2%

合　　計

回答者数

比　率

①　受けている 39.5%

③　吸入 9.4%

④　吸引 6.3%

⑤　胃ろう・腸ろう 0.0%

比　率

①　気管切開 0.0%

②　人工呼吸器（レスピレーター） 3.1%

⑨　カテーテル留置 6.3%

⑩　ストマ（人工肛門・人工膀胱） 3.1%

⑪　服薬管理 68.8%

⑥　鼻腔経管栄養 0.0%

⑦　中心静脈栄養（IVH) 0.0%

⑧　透析 3.1%

⑫　その他 25.0%

受けていると回答された方

高次脳機能障害の関連障害では、高次脳機能障害のある方全員が肢体不自由（上肢）、75％の

方が肢体不自由（下肢）及び肢体不自由（体幹）に関連障害を有しているとの回答でした。

３２人40.0％の方が医療的ケアを受けていると

回答されました。

受けている医療的ケアは服薬管理が22人68.8％と最も多く、次いで吸入が3人9.4％でした。そ

の他では、CPAPなどの記載がありました。

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

比 率
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問２０ 現在の暮らしの状況

人数

14

43

3

20

0

1

81

問２１ 今後３年以内の希望する暮らし

人数

15

43

2

18

2

1

81

①　一人で暮らしている 17.3%

②　家族と暮らしている 53.1%

③　グループホームで暮らしている 3.7%

暮らしや住まいについて

比　率

合　　　　計

比　率

①　一般の住宅で一人暮らしをしたい 18.5%

④　福祉施設(障害者支援施設、高齢者支援施設)で暮らしている 24.7%

⑤　病院に入院している 0.0%

⑥　その他 1.2%

⑤　その他（　　　　　　　　　　） 2.5%

　　無回答 1.2%

合　　　　計

②　家族と一緒に暮らしたい 53.1%

③　グループホームなどを利用したい 2.5%

④　福祉施設(障害者支援施設、高齢者支援施設)で暮らしたい 22.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

現在の暮らしの状況は、「家族と暮らしている」方が43人で53.1％,「一人で暮らしている」方

が14人17.3％、合計57人70.4％の方が福祉施設等以外で暮らしていると回答され、残り約

30％の方が施設等で暮らしていると回答されました。

今後3年以内の希望する暮らしでは、「家族と一緒に暮らしたい」方が43人53.1％と半数以上

を占め、「一般の住宅で一人暮らしをしたい」方を合わせると、58人71.6％の方が施設以外を

希望されています。

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

比 率
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人数 人数 人数 人数 人数

15 43 2 18 2 80

11 0 1 1 1 14

1 40 1 1 0 43

1 1 0 1 0 3

2 2 0 15 1 20

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

15 43 2 18 2 80

「問20　あなたは現在どのように暮らしていますか」と「問21　あなたは今後3年以内にどのような暮

らしをしたいと思いますか」をクロスさせた結果

計

比率 比率 比率 比率 比率

１.一般住宅で

一人暮らしをし

たい

2.家族と一緒

に暮らしたい

３.グループホー

ムなどを利用し

たい

４.福祉施設
(障害者支援施設、

高齢者支援施設)

で暮らしたい

５．その他

今後３年以内の希望する暮らし

①　一人で暮らしている 78.6% 0.0% 7.1% 7.1%

②　家族と暮らしている 2.3% 93.0% 2.3% 2.3%

18.8% 53.8%

0.0% 0.0% 0.0%

33.3% 0.0%

0.0% 75.0% 5.0%

0.0%

7.1%

0.0%

2.5% 22.5% 2.5%

0.0%

④　福祉施設（障害者支援施設、高齢者支援

施設）で暮らしている
10.0% 10.0%

③　グループホームで暮らしている 33.3% 33.3%

現

在

の

暮

ら

し

⑥　その他（　　　　　　　　　　） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

合　　　　計

合　　　　計

⑤　病院に入院している 0.0%

現在、「一人で暮らしている」方14人のうち2人と、「家族と一緒に暮らしている方」43人のうち2人は、施設等での

暮らしを希望しています。また、「グループホームで暮らしている」方３人のうち２人が一般住宅での一人暮らし、あ

るいは家族との暮らしを希望され、「施設等で暮らしている方」20人のうち4人は、将来一人暮らしや家族との暮ら

しを希望しています。

15

11

1

1

2

0

0

43

0

40

1

2

0

0

2

1

1

0

0

0

0

18

1

1

1

15

0

0

2

1

0

0

1

0

0

合 計

① 一人で暮らしている

② 家族と暮らしている

③ グループホームで暮らしている

④ 福祉施設（障害者支援施設、高

齢者支援施設）で暮らしている

⑤ 病院に入院している

⑥ その他（ ）

１.一般住宅で一人暮らしをしたい 2.家族と一緒に暮らしたい

３.グループホームなどを利用したい ４.福祉施設(障害者支援施設、高齢者支援施設)で暮らしたい

５．その他
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問２２ 希望する暮らしのために必要な支援（複数回答あり）

人数

18

20

25

10

25

24

13

10

11

80

③　必要な在宅サービスが適切に利用できること 31.3%

④　生活訓練等の充実 12.5%

⑤　経済的負担の軽減 31.3%

比　率

①　住宅で医療的ケアなどが適切に得られること 22.5%

②　障害者に適した住居の確保 25.0%

⑨　その他 13.8%

回答者数

⑥　相談対応等の充実 30.0%

⑦　地域住民等の理解 16.3%

⑧　コミュニケーションについての支援 12.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

比 率

希望する暮らしのために必要な支援としては、「必要な在宅サービスが適切に利用できるこ

と」「経済的負担の軽減」「相談対応等の充実」の3項目が30％台と多く,次いで「障害者に適

した住居の確保」「住宅で医療的ケアなどが適切に得られること」がそれぞれ20％台となって

います。また、「生活訓練等の充実」「地域住民等の理解」「コミュニケーションについての

支援」も12～16％の方が必要と考えています。

「その他」では、特にない、考えたことがない、との記載のほか、金銭管理・行政手続き、移

動に係る支援等の記載がありました。
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人数 人数 人数 人数 人数

15 43 2 18 2 80

3 12 1 2 0 18

3 13 1 2 1 20

3 16 1 5 0 25

0 7 0 2 1 10

6 15 0 4 0 25

4 18 0 2 0 24

2 8 0 3 0 13

3 5 1 1 0 10

3 4 0 3 0 10

27 98 4 24 2 155合　　　　計（複数回答あり）

⑨　その他 20.0% 9.3% 0.0% 16.7% 0.0%

⑧　コミュニケーションについての支援 20.0% 11.6% 50.0% 5.6% 0.0%

⑦　地域住民等の理解 13.3% 18.6% 0.0% 16.7% 0.0%

⑥　相談対応等の充実 26.7% 41.9% 0.0% 11.1% 0.0%

⑤　経済的負担の軽減 40.0% 34.9% 0.0% 22.2% 0.0%

④　生活訓練等の充実 0.0% 16.3% 0.0% 11.1% 50.0%

③　必要な在宅サービスが適切に利用できること 20.0% 37.2% 50.0% 27.8% 0.0%

11.1% 50.0%

0.0%希

望

の

暮

ら

し

の

た

め

の

必

要

な

支

援

①　住宅で医療的ケアなどが適切に得られること 20.0% 27.9% 50.0% 11.1%

②　障害者に適した住居の確保 20.0% 30.2% 50.0%

「問21 今後3年以内に希望する暮らし」回答者数 18.8% 53.8% 2.5% 22.5% 2.5%

比率 比率 比率 比率 比率

１.一般住宅で

一人暮らしをし

たい(15人)

2.家族と一緒

に暮らしたい(43

人)

３.グループホー

ムなどを利用し

たい(2人)

４.福祉施設(障

害者支援施設、高

齢者支援施設)で

暮らしたい(18人)

５．その他
(2人) 計

「問21　あなたは今後3年以内にどのような暮らしをしたいと思いますか」と「問22　希望する暮らし

を送るためには、どのような支援があればよいと思いますか」をクロスさせた結果

0% 20% 40% 60%

１.一般住宅で一人暮らしをしたい(15人)

2.家族と一緒に暮らしたい(43人)

３.グループホームなどを利用したい(2人)

４.福祉施設(障害者支援施設、高齢者支

援施設)で暮らしたい(18人)

５．その他(2人)

「今後の希望の暮らし」と「必要な支援」とのクロス

① 住宅で医療的ケアなどが適切に得られること ② 障害者に適した住居の確保

③ 必要な在宅サービスが適切に利用できること ④ 生活訓練等の充実

⑤ 経済的負担の軽減 ⑥ 相談対応等の充実

⑦ 地域住民等の理解 ⑧ コミュニケーションについての支援

⑨ その他

0% 20% 40%

① 住宅で医療的ケアな

どが適切に得られること

② 障害者に適した住居

の確保

③ 必要な在宅サービス

が適切に利用できること

④ 生活訓練等の充実

⑤ 経済的負担の軽減

⑥ 相談対応等の充実

⑦ 地域住民等の理解

⑧ コミュニケーションについ

ての支援

⑨ その他

「必要な支援」と[今後の希望の暮らし」とのクロス
１.一般住宅で

一人暮らしをし

たい(15人)

2.家族と一緒に

暮らしたい(43人)

３.グループホー

ムなどを利用した

い(2人)

４.福祉施設(障

害者支援施

設、高齢者支

援施設)で暮らし

たい(18人)

５．その他

(2人)

今後、希望する暮らしのために必要な支援としては、「1.一般住宅で一人暮らしをしたい」方では、「経済的負担の軽

減」が40％、「2.家族と一緒に暮らしたい」方では、「相談対応の充実」「必要な在宅サービスが適切に利用できるこ

と」が42～37％、「4.福祉施設（障害者支援施設、高齢者支援施設）で暮らしたい」方では、「必要な在宅サービスが適

切に利用できること」が約28％となっています。一方、「必要な支援」からみると、「住宅で医療的ケアなどが適切に

得られること」「障害に適した住宅の確保」「必要な在宅サービスが適切に利用できること」「コミュニケーションに

ついての支援」の4項目は、すべての今後の希望する暮らし方で「必要な支援」として希望される方がいます。
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問２３ １週間の外出頻度

人数

36

22

19

3

1

81

問２４ 外出時の主な同伴者

人数

9

10

3

17

4

36

2

81

比　率

①　父母・祖父母・兄弟姉妹 11.1%

②　配偶者（夫または妻） 12.3%

日中活動や就労について

比　率

④　まったく外出しない 3.7%

　   無回答 1.2%

合　　　計

①　毎日外出する 44.4%

②　１週間に数回外出する 27.2%

③　めったに外出しない 23.5%

⑥　一人で外出する 44.4%

　   無回答 2.5%

合　　　計

③　子ども 3.7%

④　ホームヘルパーや施設職員 21.0%

⑤　その他の人（ボランティア等） 4.9%

「①毎日外出する」「②1週間に数回外出する」方が71.6%を占める一方、「③めったに外出し

ない」「④まったく外出しない」と回答された方が27％いました。一人暮らしの方14人に限っ

てみると、「毎日外出する」が9人、「1週間に数回外出する」が5人と、すべての一人暮らしの

方が週に数回以上は外出していることがわかりました。

外出時の主な同伴者は、44%の方が「一人で外出する」と回答され、27%の方が家族（「父

母・祖父母・兄弟姉妹」「配偶者（夫または妻）」「子ども」」の合計）と回答されました。

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

比 率

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

比 率

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

比 率
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問２５ 外出の目的（複数回答あり）

人数

21

6

44

48

18

12

9

23

10

81

問２６ 平日の日中の過ごし方（複数回答あり）

人数

18

0

7

6

3

5

30

18

0

0

2

3

9

81

③　医療機関への受診 54.3%

④　買い物に行く 59.3%

⑤　友人・知人に会う 22.2%

比　率

①　通勤・通学・通所 25.9%

②　訓練やリハビリに行く 7.4%

⑨　その他 12.3%

全回答者数

　 比　率

⑥　趣味やスポーツをする 14.8%

⑦　グループ活動に参加する 11.1%

⑧　散歩に行く 28.4%

④　福祉施設、作業所等に通っている(就労継続支援A型を含む) 7.4%

⑤　病院などのデイケアに通っている 3.7%

⑥　リハビリテーションを受けている 6.2%

①　会社勤めや、自営業、家業などで収入を得る仕事をしている 22.2%

②　ボランティアなど、収入を得ない仕事をしている 0.0%

③　専業主婦（主夫）をしている 8.6%

⑩　特別支援学校（小中高等部）に通っている 0.0%

⑪　一般の高校、小中学校に通っている 2.5%

⑫　幼稚園、保育所、障害児通園施設などに通っている 3.7%

⑦　自宅で過ごしている 37.0%

⑧　入所している施設や病院等で過ごしている 22.2%

⑨　大学、専門学校、職業訓練校などに通っている 0.0%

⑬　その他 11.1%

全回答者数

平日の日中の過ごし方は、「自宅で過ごしている」割合が37.0％と最も高く、次いで「会社勤

めや、自営業、家業などで収入を得る仕事をしている」「入所している施設や病院等で過ごし

ている」方が共に22.2％と続いています。なお、「その他」では、農作業、趣味（釣り、ゲー

トボール）、家事など自宅での過ごし方についての記載がありました。

外出の目的は、「買い物に行く」「医療機関の受診」が50％台であり、次いで「散歩に行く」

「通勤・通学・通所」「友人・知人に会う」が20％台でした。

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

比 率

22.2%

0.0%

8.6%

7.4%

3.7%

6.2%

37.0%

22.2%
0.0%

0.0%

2.5%

3.7%

11.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

比 率
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問２７ 今後、収入を得る仕事への意向（問26で「1.」以外を選択した18～64歳の方を対象）

人数

6

8

1

6

21

①　仕事をしたい 28.6%

②　仕事をしたいが、できない 38.1%

③　仕事はしたくない 4.8%

比　率

④　仕事はできない 28.6%

回答者合計

回答者21人のうち6人28.6％の方が「仕事をしたい」と回答されました。一方、「仕事をした

いができない」「仕事はできない」方が合わせて14人66.7％と多くを占めていることがわかり

ました。

① 仕事

をしたい

28%

② 仕事

をしたい

が、できな

い

38%

③ 仕事はしたくない

5%

④ 仕事

はできない

29%

① 仕事をしたい ② 仕事をしたいが、できない
③ 仕事はしたくない ④ 仕事はできない

27



問２８ 障害者の就労支援として、必要なこと（複数回答可）

人数

20

12

20

23

15

27

26

19

21

19

7

18

5

81

①　通勤手段の確保 24.7%

②　勤務場所におけるバリアフリー等の配慮 14.8%

③　短時間勤務や勤務日数等の配慮 24.7%

比　率

⑦　職場の上司や同僚に障害の理解があること 32.1%

⑧　職場で介助や援助等が受けられること 23.5%

⑨　具合が悪くなった時に気軽に通院できること 25.9%

④　勤務時間や日数が体調に合わせて変更できること 28.4%

⑤　在宅勤務の拡充 18.5%

⑥　職場の障害者理解 33.3%

⑬　その他 6.2%

全回答者数

⑩　就労後のフォローなど職場と支援機関の連携 23.5%

⑪　企業ニーズに合った就労訓練 8.6%

⑫　仕事についての職場外での相談対応、支援 22.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

① 通勤手段の確保

② 勤務場所におけるバリアフリー等の配慮

③ 短時間勤務や勤務日数等の配慮

④ 勤務時間や日数が体調に合わせて変更できること

⑤ 在宅勤務の拡充

⑥ 職場の障害者理解

⑦ 職場の上司や同僚に障害の理解があること

⑧ 職場で介助や援助等が受けられること

⑨ 具合が悪くなった時に気軽に通院できること

⑩ 就労後のフォローなど職場と支援機関の連携

⑪ 企業ニーズに合った就労訓練

⑫ 仕事についての職場外での相談対応、支援

⑬ その他

比 率

障害者の就労支援で必要なことでは、3割以上の方が「職場の障害者理解」「職場の上司や同僚に

障害の理解があること」と回答し、職場での障害者理解が必要であることがわかります。一方、

「通勤手段の確保」「短時間勤務や勤務日数等の配慮」「勤務時間や日数が体調に合わせて変更

できること」「職場で介助や援助等が受けられること」「具合が悪くなった時に気軽に相談でき

ること」など職場の勤務に係ることはいずれの項目も2割台の方が、そして「勤務先のバリアフ

リー等の配慮」「在宅勤務の拡充」は1割台の方が必要と考えています。
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人数 人数

20 0

12 1

19 2

22 5

14 3

26 4

25 3

19 3

20 2

18 3

7 0

17 3

5 0

81 6

④　勤務時間や日数が体調に合わせて変更できること 83.3%

⑤　在宅勤務の拡充 50.0%17.3%

27.2%

50.0%

⑥　職場の障害者理解 66.7%

⑦　職場の上司や同僚に障害の理解があること 50.0%

⑧　職場で介助や援助等が受けられること 50.0%

32.1%

30.9%

23.5%

合　　　　　　計

⑨　具合が悪くなった時に気軽に通院できること 33.3%

⑩　就労後のフォローなど職場と支援機関の連携 50.0%

⑪　企業ニーズに合った就労訓練 0.0%

6.2%

24.7%

22.2%

8.6%

21.0%⑫　仕事についての職場外での相談対応、支援

⑬　その他 0.0%

「問27　あなたは今後、収入を得る仕事をしたいですか」で「1.仕事をしたい」と回答された方と

「問28　あなたは、障害者の就労支援として、どのようなことが必要だと思いますか」をクロスさせた

結果

比　率

24.7%

14.8%

23.5%③　短時間勤務や勤務日数等の配慮 33.3%

比　率

①　通勤手段の確保 0.0%

②　勤務場所におけるバリアフリー等の配慮 16.7%

回答者全体 仕事をしたい人

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

① 通勤手段の確保

② 勤務場所におけるバリアフリー等の配慮

③ 短時間勤務や勤務日数等の配慮

④ 勤務時間や日数が体調に合わせて変更できること

⑤ 在宅勤務の拡充

⑥ 職場の障害者理解

⑦ 職場の上司や同僚に障害の理解があること

⑧ 職場で介助や援助等が受けられること

⑨ 具合が悪くなった時に気軽に通院できること

⑩ 就労後のフォローなど職場と支援機関の連携

⑪ 企業ニーズに合った就労訓練

⑫ 仕事についての職場外での相談対応、支援

⑬ その他

回答者全体 仕事をしたい人

問27で「仕事をしたい」と回答された方が就労支援として必要と思っていることは、「勤務時間

や日数が体調に合わせて変更できること」が最も多く、次いで「職場の障害者理解」となってい

ます。また、「通勤手段の確保」「企業ニーズに合った就労訓練」を必要と感じている方はいま

せんでした。回答者全体と比較すると、実際の就労に対してより現実的なニーズが現れていると

思われます。
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問２９ 悩みや困ったことの相談相手（複数回答あり）

人数

35

24

2

12

18

2

16

16

23

0

4

2

3

6

3

6

81

問３０ 相談できる人の居住地域（複数回答あり）

人数

50

29

44

81合　　　計

①　同じ地区内 61.7%

②　島内（地区以外） 35.8%

③　島外 54.3%

⑯　相談相手はいない 7.4%

全回答者数

比　率

⑬　相談支援事業所などの民間の相談窓口 3.7%

⑭　役場などの相談窓口 7.4%

⑮　その他 3.7%

⑩　民生委員・児童委員 0.0%

⑪　病院のケースワーカーや介護保険のマネージャー 4.9%

⑫　通園支援や保育所、学校の先生 2.5%

⑦　施設の指導員など 19.8%

⑧　ホームヘルパーなどサービス事業所の人 19.8%

⑨　かかりつけの医師や看護師 28.4%

④　別居家族 14.8%

⑤　友人・知人 22.2%

⑥　職場の上司や同僚 2.5%

①　同居家族 43.2%

②　親族 29.6%

③　近所の人 2.5%

相談相手について

比　率 0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

比 率

0

10

20

30

40

50

60

① 同じ地区内 ② 島内（地区以

外）

③ 島外

人数

悩みや困ったことの相談相手では、「①同居家族」が35人43.2％と最も多く、次いで「②親

族」「⑨かかりつけの医師や看護師」と回答された方が30％近くいます。なお、「⑯相談相手

はいない」と回答された方が6人7.4％いますが、暮らしの状況を分析すると「一人で暮らして

いる方」、「家族と暮らしている方」が２名ずつでした。

相談できる人の居住地域では、同じ地区内と回答された方が全体の6割を超え、島内（地区以

外）と回答された方が3割、島外と回答された方が5割でした。また、島内居住者（独居・家族

と同居）に絞って分析すると、「相談できる人の居住地域」について「島外」のみを選択され

た方は、独居の方が5名でした。
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問３１ 障害、福祉サービスなどの情報の入手元（複数回答あり）

人数

23

17

20

15

17

3

25

9

0

2

4

14

6

81

問３２ 障害による差別や嫌な思いの経験の有無

人数

7

18

54

2

81回答者数

②　少しある 22.2%

③　ない 66.7%

　　 無回答 2.5%

⑬　その他 7.4%

権利擁護について

比　率

①　ある 8.6%

⑪　相談支援事業所などの民間の相談窓口 4.9%

⑫　行政機関の相談窓口 17.3%

合　　　　　　計

⑧　病院のケースワーカーや介護保険のケアマネージャー 11.1%

⑨　民生委員・児童委員 0.0%

⑩　園施設や保育所、幼稚園、学校の先生 2.5%

⑤　サービス事業所の人や施設職員 21.0%

⑥　障害者団体や家族会（団体の機関紙など） 3.7%

⑦　かかりつけの医師や看護師 30.9%

②　行政機関の広報誌 21.0%

③　インターネット 24.7%

④　家族や親せき、友人・知人 18.5%

比　率

①　本や新聞、雑誌の記事、テレビやラジオのニュース 28.4%

障害・福祉サービスなどの情報の入手先では、最も多かったのが「⑦かかりつけの医師や看護

師」で25人30.9％でした。「人」からの情報入手先として、「④家族や親せき、友人・知人」

「⑤サービス事業所の人や施設職員」「⑧病院のケースワーカーや介護保険のケアマネー

ジャー」「⑫行政機関の相談窓口」が11％から21％となっています。一方、「①本や新聞、雑

誌の記事、テレビやラジオのニュース」から「③インターネット」までの情報媒体を回答した

方はいずれも20％以上います。

障害による差別や嫌な思いの経験の有無では、「①ある」「②少しある」と回答された方が合

わせて25人31.7％います。

0.0% 20.0% 40.0%

比 率

① ある

9%

② 少しある

22%

③ ない

67%

無回答

2%

① ある ② 少しある ③ ない 無回答
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問３３ 差別や嫌な思いをした場所（複数回答あり）

人数

8

5

7

5

8

6

2

81

問３４ 成年後見制度の認知度

人数

23

18

37

3

81回答者合計

②　名前を聞いたことがあるが、内容は知らない 22.2%

③　名前も内容も知らない 45.7%

　   無回答 3.7%

合　　　計

比　率

①　名前も内容も知っている 28.4%

⑤　病院などの医療機関 9.9%

⑥　住んでいる地域 7.4%

⑦　その他 2.5%

②　仕事を探すとき 6.2%

③　外出中 8.6%

④　余暇を楽しむとき 6.2%

比　率

①　学校・仕事場 9.9%

成年後見制度の認知度では、「①名前も内容も知っている」と回答された方は28.4％で、それ

以外の方は内容は知らないと回答されています。

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0%

① 学校・仕事場

② 仕事を探すとき

③ 外出中

④ 余暇を楽しむとき

⑤ 病院などの医療機関

⑥ 住んでいる地域

⑦ その他

比 率

28%

22%

46%

4%

① 名前も内容も知っている
② 名前を聞いたことがあるが、内容は知らない
③ 名前も内容も知らない

無回答

差別や嫌な思いをした場所は、「①学校・仕事場」と「⑤病院などの医療機関」が9.9％と最も

多く、次いで「③外出中」「⑥住んでいる地域」が多い場所となっています。「⑦その他」で

は、金融機関、外で遊んでいるときとの回答でした。

32



問３５ 火事や地震等の災害時に一人で避難できるか（世帯状況ごと）

人数 人数 人数 人数

33 9 21 3

33 2 16 15

12 1 6 5

3 2 1 0

81 14 44 23

　　　無回答 3.7% 14.3% 2.3% 0.0%

合　　計

②　できない 40.7% 14.3% 36.4% 65.2%

③　わからない 14.8% 7.1% 13.6% 21.7%

比　率 比　率

①　できる 40.7% 64.3% 47.7% 13.0%

災害時の避難等について

全　　体 独居 家族と同居 施設等

比　率 比　率

火事や地震等の災害時に一人で避難できるか、との質問について、全体では「①できる」と

回答された方は33人40.7％で、「②できない」「③わからない」と回答された方は45人55.6％

でした。

一方、世帯状況ごとの内訳をみると、「一人で暮らしている」方12人（有効回答）のうち3人が

「できない」「わからない」と回答され、「家族と同居」の方43人（有効回答）のうち22人

51.2％の方が「できない」「わからない」と回答されました。半数以上の方が避難に課題を抱

えていると思われます。
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① できる ② できない ③ わからない 無回答
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問３６

人数 人数 人数 人数

7 0 7 0

6 1 4 1

14 1 8 5

12 3 8 1

22 0 5 17

13 0 13 0

7 0 4 3

81 14 44 23

⑦　その他 8.6% 0.0% 9.1% 13.0%

全回答者数

⑤　体が不自由である 27.2% 0.0% 11.4% 73.9%

⑥　放送がよく聞き取れない 16.0% 0.0% 29.5% 0.0%

③　避難先がわからない 17.3% 7.1% 18.2% 21.7%

④　車などの移動手段がない 14.8% 21.4% 18.2% 4.3%

①　日中に家族が外出している 8.6% 0.0% 15.9% 0.0%

②　頼れる人がいない 7.4% 7.1% 9.1% 4.3%

一人で避難できない理由（問35で、「①できる」と回答された以外の方・複数回答あり）(世帯状

況ごと）

全　　体 独　　居 家族と同居 施設等

比　率 比　率 比　率 比　率
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① 日中に家族が外出している ② 頼れる人がいない ③ 避難先がわからない

④ 車などの移動手段がない ⑤ 体が不自由である ⑥ 放送がよく聞き取れない

⑦ その他

一人で避難できない理由について、前問で「できない」「わからない」と回答された45人の

うち半数である22人が「⑤体が不自由である」と回答されました。これは全回答者81人の27％

を占めています。また、「③避難先がわからない」「④車などの移動手段がない」「⑥放送が

よく聞き取れない」と回答された方もそれぞれ12~14人全回答者のうち15～17％います。

世帯状況ごとに確認すると、「一人で暮らしている」方では「④車などの移動手段がない」

方が3人、「②頼れる人がいない」「③避難先がわからない」方が各1人、また「家族と同居」

されている方では、「⑥放送がよく聞き取れない」方が13人、家族と同居していても「①日中

に家族が外出している」方が7人、「④車などの移動手段がない」方が8人のほか、「③避難先

がわからない」8人など、家族がいても避難に不安を抱えている方が多数いることがわかりまし

た。

なお、「⑦その他」では、一人だとどうしたらよいかわからない、パニックになる、判断が

困難などの記載がありました。
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問３７ 火事や地震等の災害時に困ること（複数回答あり）（世帯状況ごと）

人数 人数 人数 人数

36 7 22 7

0 0 0 0

7 2 4 1

14 2 8 4

27 3 15 9

13 2 8 3

13 3 6 4

27 4 18 5

7 1 3 4

11 2 8 1

81 14 44 23全回答者数

⑨　その他 8.6% 7.1% 6.8% 17.4%

⑩　特にない 13.6% 14.3% 18.2% 4.3%

⑦　周囲とコミュニケーションがとれない 16.0% 21.4% 13.6% 17.4%

⑧　避難場所の設備(トイレ等)や生活環境が不安 33.3% 28.6% 40.9% 21.7%

⑤　安全なところまで、迅速に避難することができない 33.3% 21.4% 34.1% 39.1%

⑥　被害状況、避難場所などの情報が入手できない 16.0% 14.3% 18.2% 13.0%

③　補装具や日常生活用具の入手ができなくなる 8.6% 14.3% 9.1% 4.3%

④　救助を求めることができない 17.3% 14.3% 18.2% 17.4%

①　投薬や治療が受けられない 44.4% 50.0% 50.0% 30.4%

②　補装具の使用が困難になる 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

全　　体 独　　居 家族と同居 施設等

比　率 比　率 比　率 比　率
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① 投薬や治療が受けられない

② 補装具の使用が困難になる

③ 補装具や日常生活用具の入手ができなくなる

④ 救助を求めることができない

⑤ 安全なところまで、迅速に避難することができない

⑥ 被害状況、避難場所などの情報が入手できない

⑦ 周囲とコミュニケーションがとれない

⑧ 避難場所の設備(トイレ等)や生活環境が不安

⑨ その他

⑩ 特にない 独 居 人数 家族と同居 人数 施設等 人数

火事や地震等の災害時に困ることとしては、避難に関して「④救助を求めることができない」と

回答された方が14人17.3％、「⑤安全なところまで、迅速に避難することができない」と回答さ

れた方が27人33.3％、避難情報に関して「⑥被害状況、避難場所などの情報が入手できない」と

回答された方が13人16.0％と、多くの方が避難について課題を抱えていることがわかります。

一方、「⑦周囲とコミュニケーションがとれない」方は13人16.0％、さらには「⑧避難場所の

設備（トイレ等）や生活環境が不安」と回答された方は27人33.3％など、避難所での生活に対し

ても多くの方が課題を抱えていることがわかります。

世帯状況ごとでみると、「①投薬や治療が受けられない」がすべての区分で多く、次いで「⑧避

難場所の設備（トイレ等）や生活環境が不安」が多くなっています。また、「家族と同居」の方で

も、「④救助を求めることができない」「⑤安全なところまで、迅速に避難することができない」

方が相当数いることがわかります。
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問３８ 三宅村にあったら良い、あるいは利用したいサービス（複数回答あり）

独居 独居率 家族 家族率 施設 施設率

15 4 28.6% 10 22.7% 1 4.3%

23 4 28.6% 12 27.3% 7 30.4%

20 4 28.6% 12 27.3% 4 17.4%

13 3 21.4% 8 18.2% 2 8.7%

10 2 14.3% 7 15.9% 1 4.3%

22 6 42.9% 12 27.3% 4 17.4%

1 1 7.1% 0 0.0% 0 0.0%

23 5 35.7% 13 29.5% 5 21.7%

9 1 7.1% 5 11.4% 3 13.0%

81 14 44 23

項目別、「独居」「家族と同居」「施設」居住区分ごとでの希望人数

⑧　買い物支援 28.4%

⑨　その他 11.1%

全回答者数

⑤　訪問サービス（家事・入浴・排泄などの支援） 12.3%

⑥　相談できる場所 27.2%

⑦　手話通訳者の派遣 1.2%

②　障害を持つ人が入所できる施設 28.4%

③　外出のための支援 24.7%

④　就労につながる支援 16.0%

項　　　　目
合計

人数
合計比率

内　　　訳

①　日中に集まれる場所 18.5%

要望など
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① 日中に集まれる場所

② 障害を持つ人が入所できる施設

③ 外出のための支援

④ 就労につながる支援

⑤ 訪問サービス（家事・入浴・排泄などの支援）

⑥ 相談できる場所

⑦ 手話通訳者の派遣

⑧ 買い物支援

⑨ その他

合計… 独居 家族 施設

三宅村にあったら良いサービス、利用したいサービスとしては、全体では「②障害を持つ人が

入所できる施設」が23人28.4％と最も多く、次いで「⑧買い物支援」を23人28.4％、「⑥相

談できる場所」を２2人27.2％の方が希望されています。また「①日中に集まれる場所」は１５

人18.5％の方が希望されています。
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項目別の、「独居」「家族と同居」「施設」居住区分ごとの希望比率

希望するサービスについて、項目別で居住区分ごとに比較すると、「⑥相談できる場所」は、

「独居」の方のうち4割の方が、「家族と同居」の方のうち3割近くの方が希望しています。一

方、「⑧買い物支援」は「独居」「家族と同居」いずれも3割前後の方が希望していることがわ

かりました。

18.5%

28.4%

24.7%

16.0%

12.3%

27.2%

1.2%

28.4%

11.1%

28.6%

28.6%

28.6%

21.4%

14.3%

42.9%

7.1%

35.7%

7.1%

22.7%

27.3%

27.3%

18.2%

15.9%

27.3%

0.0%

29.5%

11.4%

4.3%

30.4%

17.4%

8.7%

4.3%

17.4%

0.0%

21.7%

13.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

① 日中に集まれる場所

② 障害を持つ人が入所できる施設

③ 外出のための支援

④ 就労につながる支援

⑤ 訪問サービス（家事・入浴・排泄などの支援）

⑥ 相談できる場所

⑦ 手話通訳者の派遣

⑧ 買い物支援

⑨ その他

合計比率 独居率 家族率 施設率
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問３９ 三宅村に望む意見

●障害福祉サービス

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

●生活関係

①

②

③

④

●その他

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧ 今のところ、特にありません。

毎年同じ手続きをしなければならいない。成年後見人の証明書を取り、市役所で非課税証明書を取り必要

書類に記入して送る。障害福祉と国民健康保険の手続きが必要。何とかならないか。

難病を患っていますが、役所の書類は郵送で受け取ります。封筒の宛名とと共に書類の中身を示す「難病○

○○○」が表記されています。あまり知られたくない情報ですが、表面に堂々と「難病」と併記されています。宛

名のみで郵送していただけるよう要望します。

老朽化した家屋（廃屋）の処理（村をきれいに）

村道の整備

合併浄化槽の汲み取り料金が高すぎる。

公衆トイレが汚い。三宅島に来る観光客にも不快感を与えるので、どうにかして欲しいです。

島外受診での交通費支援。月に一度は必ず島外に出ての受診です。様子によっては、月に２～３回の受診

になることもあり、かなりの費用がかかってしまうので大変になることもあります。

もっと障害年金を増やして欲しい。

主人の住民税が少しかかっているために、医療費が２割負担のため、歯医者を含む病院の費用が、物価が上

がる一方で年金は上がらないために経済的に負担で困っています。政府のやり方で、低所得者にコメや現金が

給付されますが、低所得者すれすれで対象外のため、給付されず不満です。

睡眠障害で夜眠れず、朝起きられない。そのため、（就労しても）遅刻して仕事を首になってしまう。目覚まし

時計を欲しいが、スヌーズ式の目覚まし時計を島内で売っているところを知りたい。島内でなければ、通販で購

入できる方法でも教えて欲しい。

金くれ

質問内容が当事者には少し難しく感じました。

知的障害がある人たちが生活できるグループホームまたは生活寮が三宅島にできることを強く希望します。親も

年を取り子どもの行く先が見えず、すごく心配です。大好きな島で住めるよう、お願いいたします。

グループホームの補助金を出して欲しい。

実習先への交通費の補助金を出して欲しい。

愛の手帳３度を持っていて、てんかん持ちの息子です。保育園では加配をつけていただいています。ありがたいこ

とに、息子に合わせた保育をしてくれていますが、保育園に通いながら療育施設があれば通わせたいのですが、

三宅島にはないので療育してもらえるような機会の場が定期的にあるとありがたいです。

息子と同じような障害児を持つ子供とその両親との交流の場があったらいいなと思うことがあります。悩みや普段

の生活の困ったことなど色々なことを話せる機会が欲しいです。

現在、２か月に１回上京（病院）に行っていますが、難病の認定を受けているのに交通費から宿泊などすべ

て自分で支払いをしています。仕事もできないので大変です。
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（４）障害アンケート結果の概要と課題 

 

 性別・年齢・家族などについて 

 

   回収状況では、性別内訳は、前回調査では男性59％、女性40％と 14ポイントの差がありましたが、今回は男性

48.1％、女性 51.9％と同率に近くなりました。平均年齢は、男性 57.1 歳、女性 63.5 歳 全体では 60.4 歳でし

た。回収された年齢層では、男女とも前回同様 70歳代が最も多く、次いで 50 歳代でした（前回は 60歳代）。 

   日常生活で必要な支援では、「お金の管理」「薬の管理」が「支援が全部必要」と回答された方の中で最も多く、ま

た「一部（時々）必要」の方の中でも 10％以上いることと、問 34 の成年後見制度の認知度では 7割の方が知らな

いことからすると、今後さらなる成年後見制度の普及啓発が必要と思われます。 

   主な支援者では、支援を必要としている方 47 人のうち 23 人 48.9％の方が「ホームヘルパーや施設職員」を支援

者として回答されました。一方、「父母・祖父母・兄弟姉妹」が 14人 29.8％、「配偶者」が 10人 21.3％、「子ども」

が 8人17.0％と、家族が支え手となっていることがわかります。家族の支援者の平均年齢は59.3歳ですが、60歳代

～70 歳代が最も多いこと及び 60 歳代以降になると健康状態が悪いと回答された方が存在すること、さらには男性よ

り女性の支援者の方が上回っていることから、今後、家族だけの支えだけでは困難な状況になることが想定されます。 

 

 障害の状況について 

 

  身体障害者手帳所持者のうち重度である 1級～2級の方は 17人で、全回答者の 21％を占めています。 

 身体障害の内訳では、肢体不自由（上肢・下肢・体幹）全体で 18 人、全回答者の 22.2％、内部障害が 16 人

19.8％となっています。 

  療育手帳（愛の手帳）所持者は 20 人で全回答者の 24.7％であり、中・軽度である 3 度～4 度の方が 18 人と

療育手帳所持者の 9割を占めています。 

   精神障害者保健福祉手帳所持者は 10 人で全体の 12.4％ですが、「精神障害があるが手帳を持っていない」方

が 4人いることから、対象の方には必要な支援策につなげるためにも関係機関による関わりが必要と思われます。 

   今回、初めて調査対象とした指定難病認定者は 15 人で全回答者の 18.5％、発達障害として診断を受けている

方は 8 人 9.9％、高次脳機能障害として診断を受けている方は 4 人 4.9％で、高次脳機能障害の関連障害は肢

体不自由（上肢・下肢・体幹）が大半を占めていました。 

   また、医療的ケアの有無では、服薬管理が最も多く 22人、全回答者の27.2％と最も多いことと、「問 37 災害時

に困ること」での回答「①投薬や治療が受けられない」が 36 人と最も多いことから、両者には連関があると推察されます。 

 

 暮らしや住まいについて 

 

  現在の暮らしの状況は、「一人で暮らしている」「家族と暮らしている」方が 57人で全回答者の 70.4％、福祉施設や

グループホームなどが 23 人 28.4％でした。3 年後の希望する暮らしでは、58 人 71.6％の方が「一般住宅での一人

暮らし」「家族と一緒の暮らし」を望んでおり、20 人 24.7％の方が福祉施設での暮らしを希望しています。 
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   3年後の希望する暮らしの詳細を見ると、「一人で暮らしている」「家族と暮らしている」方のうち 4人が施設等での暮

らしを望み、「グループホームで暮らしている」「施設等で暮らしている」方合わせて 23 人のうち 6 人が、将来一人暮らし

や家族との暮らしを希望しています。 

   今後、詳細なニーズ把握に努めるとともに、島での生活の可能性について検討を深めていく必要があります。 

   また、今後 3 年以内の希望する暮らしのために必要な支援としては、「一般住宅で一人暮らしをしたい」「家族と一

緒に暮らしたい」方からは「相談対応等の充実」を多く望んでいることがわかります。そのため、今後、島の中での相談体

制の充実を検討していく必要があります。 

 

 日中活動や就労について 

 

   1 週間の外出頻度について、一人暮らしの方 14 人を抽出した場合、「毎日外出する」が 9 人、「1 週間に数回外

出する」が 5 人と、すべての方が週に数回以上は外出していることがわかりました。また、家族と同居されている方を抽出

した場合、42 人中 38 人 90.5％の方が週に数回以上は外出していることから、施設入所以外の方の大半は週に数

回以上は外出していることがわかります。一方、家族と同居されている方のうち 4 人の方が「めったに外出しない」と回答

されましたが、回答内容を精査すると、年齢が 90 歳以上であるなど個別の事情があると思われます。 

   就労関係では、今後、就労したい方は 7 人、全回答者の 8.6％います。就労したい方が必要としている支援として

は、「勤務時間や日数が体調に合わせて変更できること」が 5人と最も多く、次いで「職場の障害者理解」が 4人となっ

ています。 

一方、問33「差別や嫌な思いをした場所」との問いに対して、「学校・職場」が最も多く、さらには「仕事を探すとき」と

回答された方も一定数いることから、就労にあたっては職場における障害者理解が重要であることがわかります。 

今後、島内での就労支援について、個々の状況を把握しながら必要な支援を検討するとともに、障害者の就労に

理解ある就労先の確保が必要です。 

 

相談相手について 

 

   悩みや困ったことの相談相手では、「同居家族」と回答された方が 43.2％、次いで「親族」29.6％、「かかりつけの

医師や看護師」が28.4％と続きます。なお、「相談相手はいない」と回答された方が６人7.4％、うち「一人で暮らして

いる」方が２人、「家族と暮らしている」方が２人いることから、今後個別の対策が必要と思われます。 

   また、一人暮らしの方 14 人のうち 5 人の方は、相談相手を「島外」のみを選択していることから、島内でも相談がで

きるよう関係機関の相談窓口を周知していく必要があります。 

   また、「障害、福祉サービスなどの情報の入手元」では、最も多かったのが「⑦かかりつけの医師や看護師」で 25 人

30.9％でした。「人」からの情報入手先として、「家族や親せき、友人・知人」「サービス事業所の人や施設職員」「病

院のケースワーカーや介護保険のケアマネージャー」「行政機関の相談窓口」が 11％から 21％となっています。一方、

「本や新聞、雑誌の記事、テレビやラジオのニュース」から「インターネット」までの「情報媒体」を回答した方はいずれも

20％以上となっています。 

このことから、関わる人及び情報媒体への継続的かつ適切な情報提供並びに連携が重要と思われます。 
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権利擁護について 

 

 約３割の方が障害による差別や嫌な思いの経験があることがわかりました。またその場所は、「学校・仕事場」、「病院

などの医療機関」、「外出中」のほか、「住んでいる地域」、「仕事を探すとき」と、さまざまな場面で経験をされていること

がわかりました。 

   そのため、令和３年に障害者差別解消法が改正され、令和６年４月から合理的配慮が義務化されることに合わ

せて、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会の実現に向けて取り組む必要が

あります。 

   また、「成年後見制度の認知度」では、「内容は知らない」方が７０％近くを占めるなど、まだまだ認知度が低いこと

がわかりました。住民へのさらなる周知の必要があります。 

 

災害時の避難等について 

 

   「災害時に一人で避難できるか」との問いに対して、「一人暮らし」「家族と同居」の方のうち 43.1％の方が、「できな

い」「わからない」と回答されていることから、何らかの支援体制の必要な方が相当数いると推測されます。 

   また、「一人で避難できない理由」からは、家族と同居されていても、「日中に家族が外出している」、「車などの移動

手段がない」、「頼れる人がいない」、「避難先がわからない」方が相当数いることもわかります。 

   一方、「放送がよく聞き取れない」方も一定の割合でいることから、三宅村が全戸に設置している個別受信器の作動 

状況等も今後確認していく必要があります。 

   発災時に困ることからは、「投薬や治療が受けられない」ことに不安を感じている方がすべての世帯区分で最も多い 

ほか、安全なところまでの迅速な避難についても、多くの方が不安を感じています。 

   避難が必要な際には、日頃服用している薬や「おくすり手帳」を持っての避難を勧めるほか、きめ細やかな避難体制 

の確保が求められます。 
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３．第６期三宅村障害福祉計画及び第２期三宅村障害児福祉計画の達成状況 

（１）国の指針に基づく成果目標に係る達成状況 

  ①施設入所者の地域生活への移行 

   【三宅村の達成状況】 

     入所施設は、すべて島外にあります。三宅村の令和元年度末時点での施設入所者は 6人で、入所者の 

多くは重度の方や重複障害の方で、今後の移行については困難が想定されます。このことから、今回は数値 

目標を定めていません。 

 

  ②精神障害にも対応した地域包括システムの構築 

   【三宅村の達成状況】 

     現在、三宅村に精神病床に長期入院されている方はいないことから、今回は目標値を定めていません。 

 

  ③地域生活支援拠点等の整備 

   【三宅村の達成状況】 

 

 

 

    国の基本指針では、各市区町村又は各圏域に一つ以上の地域生活支援拠点等を確保しつつ、その機能 

の充実のため、年 1回以上運用状況を検証及び検討することとなっています。 

三宅村では、他の自治体を参考にしながら、相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ対応、専門的人 

材の確保、地域の体制づくりに努めることを目標に定め、相談、島外施設の体験見学等を実施しました。が、

コロナ感染症の影響により島外施設見学は中断されています。 

 

  ④福祉施設から一般就労への移行等 

   【三宅村の達成状況】 

     三宅村では、当該の事業所等関係機関と連携を取りながら支援を行ってまいります。国の基本指針にある、 

    ア 一般就労への移行者数の設定 

    イ 就労移行支援事業等で一般就労移行する者のうち、7 割が就労定着支援事業を利用する。 

    ウ 就労定着支援事業による就労定着率が 8割以上の事業所を全体の 7割以上 

     については、全体の利用見込み数が少ないこと、重度（区分４～６）の方が大半を占めること、、また、 

三宅村内に事業所がないことから、数値目標は定めていません。 

 

  ⑤障害児支援の提供体制の整備等 

   【三宅村の達成状況】 

     現在、三宅村では児童全体が少ないこともあり、これらの機関は常設しておらず、その時の必要に応じて各

関係機関と協議して対応しているため、今回目標設定はしておりません。医療的ケア児等に関するコーディ

ネーターの配置についても、対象となる児童が本村で生活することが困難であることから、今計画での目標値

設定は見送りました。 

 目標値 実績値 

令和 5年度末までに地域支援拠点又は面的な体制を整備する数 1(箇所) 0 
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  ⑥相談支援体制の充実・強化等 

   【三宅村の達成状況】 

 

 

 

     基幹相談支援センターの設置と合わせて検討し、地域の相談支援体制の強化については、体制が整った 

後に検討することとしていましたが、島内関係機関が連携し合いながら総合相談・権利擁護など基幹相談

支援センターの機能を果たすよう努めました。 

 

  ⑦障害福祉サービス等の質を向上させるための取り組みに係る体制の構築 

   【国の基本指針】 

     令和 5年度末までに、各都道府県及び市町村において障害福祉サービスの質を向上させるための取り組 

みに関する事項を実施する体制を構築する。 

・障害福祉サービス等に係る各種研修の活用 

・障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有 

・指導監査結果の関係市町村との共有 

   【三宅村の達成状況】 

 

 

 

 国の基本指針にある、障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有及び指導監査結果 

の関係市町村との共有については、本村はシステム未使用であること及び指定障害福祉サービス事業者等 

がないことから、目標値の設定はしませんでした。 

 

（２）障害福祉サービス等の利用状況 

  ①訪問系サービス 

区   分  令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

居宅介護・重度訪問介護・

同行援護・行動援護・ 

重度障害者等包括支援 

実利用者数 

（人/月） 

計画値 0 0 0 

実績値 0 0 0 

サービス量 

（時間/月） 

計画値 0 0 0 

実績値 0 0 0 

※令和 5年度は見込値 

 ②日中活動系サービス 

区   分  令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

生活介護 

実利用者数 

（人/年） 

計画値 8 8 8 

実績値 7 8 6 

サービス量 

（日/年） 

計画値 160 160 160 

実績値 150 167 124 

 目標値 実績値 

令和 5年度末までに総合的・専門的な相談支援の実施 1(箇所) 0 

 目標値 実績値 

障害福祉サービス等に係る各種研修の活用 1(人) 1(人) 
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自立訓練（機能訓練） 

自立訓練（生活訓練） 

実利用者数 

（人/年） 

計画値 0 0 0 

実績値 1 0 0 

サービス量 

（日/年） 

計画値 0 0 0 

実績値 18 0 0 

就労移行支援 

実利用者数 

（人/年） 

計画値 0 0 0 

実績値 1 0 0 

サービス量 

（日/年） 

計画値 0 0 0 

実績値 14 0 0 

就労継続支援（Ａ型） 

実利用者数 

（人/年） 

計画値 0 0 0 

実績値 0 0 0 

サービス量 

（日/年） 

計画値 0 0 0 

実績値 0 0 0 

就労継続支援（Ｂ型） 

実利用者数 

（人/年） 

計画値 1 1 1 

実績値 1 1 1 

サービス量 

（日/年） 

計画値 20 20 20 

実績値 21 24 25 

就労定着支援 
実利用者数 

（人/年） 

計画値 0 0 0 

実績値 0 0 0 

療養介護 
実利用者数 

（人/年） 

計画値 3 3 3 

実績値 2 2 2 

福祉型短期入所 

（福祉型ショートステイ） 

実利用者数 

（人/年） 

計画値 1 1 1 

実績値 0 0 0 

サービス量 

（日/年） 

計画値 30 30 30 

実績値 0 0 0 

医療型短期入所 

（医療型ショートステイ） 

実利用者数 

（人/年） 

計画値 0 0 0 

実績値 0 0 0 

サービス量 

（日/年） 

計画値 0 0 0 

実績値 0 0 0 

※令和 5年度は見込値。計画値は「延べ日分」（月）、実績値は「延べ日分」（年）を掲載 

 ③居住系サービス 

区   分  令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

自立生活援助 
実利用者数 

（人/年） 

計画値 0 0 0 

実績値 0 0 0 

共同生活援助 

（グループホーム） 

実利用者数 

（人/年） 

計画値 9 9 9 

実績値 7 8 8 

施設入所支援 
実利用者数 

（人/年） 

計画値 8 8 8 

実績値 6 7 5 

※令和 5年度は見込値 
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  ・整備見込量（定員数） 

区   分  令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

共同生活援助 

（グループホーム） 
定員数 

計画値 0 0 0 

実績値 0 0 0 

※令和 5年度は見込値 

 

 ④相談支援 

区   分  令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

計画相談支援 
実利用者数 

（人/年） 

計画値 16 16 17 

実績値 30 18 21 

地域移行支援・ 

地域定着支援 

実利用者数 

（人/年） 

計画値 0 0 0 

実績値 0 0 0 

※令和 5年度は見込値 

 

 ⑤障害児通所支援 

区   分  令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

児童発達支援・医療型児童

発達支援・居宅訪問型児童

発達支援・放課後等デイサー

ビス・保育所等訪問支援 

実利用者数 

（人/月） 

計画値 0 0 0 

実績値 0 0 0 

サービス量 

（時間/月） 

計画値 0 0 0 

実績値 0 0 0 

※令和 5年度は見込値 

 

 ⑥障害児相談支援 

区   分  令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

障害児相談支援 
実利用者数 

（人/年） 

計画値 0 0 0 

実績値 0 0 0 

※令和 5年度は見込値 

 

 ⑦医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数 

区   分  令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

コーディネーターの配置人数 配置人数 
計画値 0 0 0 

実績値 0 0 0 

※令和 5年度は見込値 

 

 ⑧発達障害者等に関する支援 

区   分  令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

発達障害者支援 

地域協議会 

設置 

（回/年） 

計画値 1 1 1 

実績値 0 0 0 

※令和 5年度は見込値。「発達障害者支援地域協議会」：都道府県・政令指定都市に設置 
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（３）地域生活支援事業の取り組み状況 

区   分  令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

理解促進研修・啓発事業 実施の有無 
計画値 有 有 有 

実績値 有 有 有 

自発的活動支援事業 実施の有無 
計画値 無（検討） 無（検討） 無（検討） 

実績値 無 無 無 

相談支援事業 

①障害者相談 

支援事業 
実施箇所 

計画値 1 1 1 

実績値 １ １ １ 

基幹相談支援 

センター 
設置有無 

計画値 無（検討） 無（検討） 無（検討） 

実績値 無 無 無 

②市町村相談支

援機能強化事業 
実施有無 

計画値 無（検討） 無（検討） 無（検討） 

実績値 無 無 無 

③住宅入居等 

支援事業 
実施有無 

計画値 無（検討） 無（検討） 無（検討） 

実績値 無 無 無 

成年後見制度 

利用支援事業 
利用件数 

計画値 1 1 1 

実績値 1 2 3 

成年後見制度 

法人後見支援事業 
実施有無 

計画値 無（検討） 無（検討） 無（検討） 

実績値 無 無 無 

意思疎通 

支援事業 

①手話通訳者・要点 

筆記者派遣事業 
利用件数 

計画値 0 0 0 

実績値 0 0 0 

②手話通訳者 

設置事業 
設置者数 

計画値 0 0 0 

実績値 0 0 0 

日常生活 

用具 

給付等事業 

①介護・訓練支援 

用具 
給付件数 

計画値 1 0 1 

実績値 0 0 1 

②自立生活支援 

用具 
給付件数 

計画値 0 1 0 

実績値 1 0 0 

③在宅療養等支援 

用具 
給付件数 

計画値 1 0 1 

実績値 0 0 0 

④情報・意思疎通 

支援用具 
給付件数 

計画値 0 1 0 

実績値 0 0 0 

⑤排泄管理支援 

用具 
給付件数 

計画値 24 24 24 

実績値 8 8 12 

⑥居宅生活動作 

補助用具 
給付件数 

計画値 1 0 1 

実績値 0 0 1 

手話奉仕員養成研修事業 登録者数 
計画値 0 0 0 

実績値 0 0 0 
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移動支援事業 

利用件数 
計画値 1 1 1 

実績値 0 0 0 

延べ時間数 
計画値 600 600 600 

実績値 0 0 0 

地域活動支援センター 

実施個所 
計画値 1（基礎的） 1（基礎的） 1（基礎的） 

実績値 1（基礎的） 1（基礎的） 1（基礎的） 

利用者数 
計画値 6 6 6 

実績値 6 6 6 

その他 

①身体障害者用自動

車改造費助成事業 
利用件数 

計画値 1 0 1 

実績値 0 0 1 

②心身障害者自動車

運転教習費助成事業 
利用件数 

計画値 0 1 0 

実績値 0 0 1 

③障害者地域自立

支援協議会 
実施有無 

計画値 有 有 有 

実績値 有 有 有 

※令和 5年度は見込値 

 

（４）補装具 

 

区   分  令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

補装具費支給制度 利用件数 
計画値 6 6 6 

実績値 2 2 1 

※令和 5年度は見込値 
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第３章 計画の基本理念と基本目標（障害者計画）            

 

 

 １．基本理念 

第 3 期障害者計画では、障害のある人もない人も、誰しもが地域で支え合いながら暮らすことのできる

環境づくりを目指すノーマライゼーションの考え方に基づき、【障害者が安全に安心して暮らせる村づくり・

地域で支え合いのできる村づくり】としています。 

    第 4 期計画においても前計画からの基本理念を継承し、 

 

 

         【安全・安心】   障害者が安全に安心して暮らせる村づくり 

         【共生・理解】   地域で支え合いのできる村づくり                    とします。 

 

 ２．基本目標 

（１）基本理念を実現するために、次の５つの項目を基本目標として掲げて施策を展開してまいります。 

 

     基本目標Ⅰ  安心・安全な日常生活の支援 

  基本目標Ⅱ  地域での自立した生活環境づくり 

  基本目標Ⅲ  地域におけるいきいきした活動の支援 

  基本目標Ⅳ  利用者本位のサービス選択 

  基本目標Ⅴ  障害者虐待防止、差別解消へ対応強化 

 

 

 

 

三 宅 村 の基 本 理 念 
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（２）基本目標達成のための具体的な取り組み 

     基本目標Ⅰ  安心・安全な日常生活の支援                                

      ノーマライゼーションの理念を踏まえ、障害のある人もない人も住み慣れた地域で安心して暮らすことがで 

    きるようユニバーサルデザインの視点に立ったまちづくりを進めるとともに、社会参加や自立の支援に努めます。 

また、障害福祉サービスの人材養成・確保について、関係機関と検討を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

   基本目標Ⅱ  地域での自立した生活環境づくり                               

      成長段階や障害の特性に応じて必要なサービスを受けられるよう情報提供を行い、地域での自立した生 

活の促進を図ります。また、村の既存福祉事業についても、広報・リーフレットやホームページ等を利用して情 

報を発信してまいります。また、島内のグループホーム設置について、村の総合計画と整合性を図りながら検

討してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な事業】 

 ➢心身障害者福祉手当                ➢心身障害者医療費助成（マル障） 

 ➢重度心身障害者日常生活用具給付事業    ➢障害者自立支援協議会 

 ➢心身障害者扶養共済制度             ➢各種障害者手帳の相談 

 ➢ヘルプマークの推進                 ➢バリアフリーの推進 

 ➢心身障害者タクシー利用助成事業        ➢通院送迎サービス事業 

 ➢補装具費支給                     ➢高齢者補聴器購入費助成 

 ➢ごみ出し支援事業                  ➢災害時要配慮者の避難対策推進 

 ➢公職選挙実施時における障害者への配慮 

➢ホームヘルパー養成研修事業への取り組み支援の検討 

【主な事業】 

 ➢子ども家庭支援センター                ➢児童巡回相談 

 ➢心身障害者機能訓練等事業             ➢福祉サービス総合支援事業  

 ➢自立支援医療（更生・育成）              ➢成年後見制度利用支援事業  

 ➢難病等島外通院支援事業               ➢子ども療育相談 

 ➢小・中学校及び高等学校における特別支援教育の推進   ➢子ども心理発達相談 
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   基本目標Ⅲ  地域におけるいきいきした活動の支援                             

      生きがいのある暮らし、社会参加の実現などを目指して、障害のある方の就労機会の確保支援、地域に 

    おける交流を図るための自主的な活動の支援など地域社会の中に積極的に参加できる施策を推進します。 

 

 

 

 

 

   基本目標Ⅳ  利用者本位のサービス選択                                  

      障害者総合支援法に基づき、利用者により良い福祉サービスを提供できるように障害福祉窓口や障害 

    福祉サービスを周知していきます。また、当事者から直接要望を吸い上げるための場の設置について検討して 

    いきます。 

 

 

 

 

 

   基本目標Ⅴ  障害者虐待防止、差別解消へ対応強化                          

      村が中心となり、障害者の虐待防止の広報、啓発を進めるとともに、権利擁護に関わる相談機関との連 

携を強化し、地域ぐるみによる支援体制を図っていきます。 

      警察、医療機関等の関係機関や民生委員等との連携により、虐待等の早期発見・対応と見守りを行っ 

    てまいります。 

 

 

 

【主な事業】 

 ➢地域生活活動支援センター（いぶき）         ➢身体障害者用自動車改造費助成事業  

 ➢心身障害者地域緑化推進事業            ➢心身障害者自動車運転教習費助成事業 

 ➢心身障害者巡回相談                  ➢通いの場の設置に向けた検討 

【主な事業】 

 ➢障害福祉サービス受給者証              ➢療養介護医療受給者証  

 ➢自立支援医療（精神通院・小児精神通院・更生医療・育成医療） 

 ➢障害者移動支援事業                  ➢都営交通・民営バス等の無料乗車券 

 ➢面的整備型による地域生活支援拠点の設置及びコーディネーターの配置を検討 

 ➢基幹相談支援センター機能の設置を検討 

【主な事業】 

 ➢相談窓口の強化                     ➢地域福祉権利擁護事業 

 ➢虐待一時保護事業                   ➢障害者差別解消等に係る普及啓発 



第４章　障害福祉サービス等の提供体制確保の方策

　１．サービス体系図

　　障害者総合支援法に基づくサービス体系は、次の図のようになっています。

（障害福祉計画、障害児福祉計画）

・居宅介護（ホームヘルプ）

・重度訪問介護 ・同行援護

・行動援護

・重度障害者等包括支援

・短期入所（ショートステイ）

・療養介護 ・生活介護

・施設入所支援

・自立訓練（機能訓練・生活訓練）

・就労移行支援

・就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）

・就労定着支援 ・共同生活援助

・自立生活援助（グループホーム）

・更生医療 ・育成医療

・精神通院医療※

※実施主体は都道府県など

・計画相談支援 ・地域移行支援

・地域定着支援 ・補装具費の支給

訓練等給付

自立支援医療

補装具

介護給付

相談支援給付

障害者

障害児

地域生活支援事業

・理解促進研修 ・自発的活動支援 ・相談支援 ・成年後見制度利用支援

・成年後見制度法人後見支援 ・意思疎通支援 ・日常生活用具給付等 ・手話奉仕員養成研修

・移動支援 ・地域活動支援センター ・福祉ホーム ・その他の日常生活または社会生活支援

地域生活支援事業

・専門性の高い相談支援 ・専門性の高い意思疎通支援を行う者の育成・派遣相談支援

・意思疎通支援を行う者の派遣に係る連絡調整 ・広域的な支援 等

都道府県

支援

・児童発達支援 ・医療型児童発達支援

・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援

障害児通所支援

・障害児相談支援

障害児相談支援

都道府県

・福祉型 ・医療型障害児入所支援

市町村

障害児

支援

自立

支援

給付
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　２．サービス等の内容

【主なサービス内容】

障害者 障害児

居宅介護（ホームヘルプ） ○ ○ 　自宅で、入浴、排せつ、食事等の支援を行います。

重度障害者等

包括支援

日

中

活

動

系

サ

ー

ビ

ス

○

　医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養

上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。
療養介護

　自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設

で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

短期入所

(ショートステイ）

○

居

住

系

サ

ー

ビ

ス

　1人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅

訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な

支援を行います。

自立生活援助

○

○ ○

　一般企業等への就労を希望する人に、就労に必要な知識及び能

力の向上のために必要な訓練を行います。

　一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知

識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。雇用契約を結

ぶＡ型と、雇用契約を結ばないＢ型があります。

就労継続支援

（Ａ型=雇用型、

Ｂ型＝非雇用型）

　常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等

を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
生活介護

　共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。ま

た、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている方には

介護サービスも提供します。さらに、グループホームを退去し、一般住

宅等への移行を目指す人のためにサテライト型住居があります。

　施設に入所する人に、夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介護等

を行います。
施設入所支援

共同生活援助

(グループホーム)
○

○

区　　分 サービス内容

　重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害によ

り、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自

宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援、入院

時の支援などを総合的に行います。

　視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な

情報の提供（代筆・代読を含む）、移動の援護等の外出支援を

行います。

　自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避

するために必要な支援や外出支援を行います。

訪

問

系

サ

ー

ビ

ス

○ ○
　介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包

括的に行います。

○

○ ○

○ ○

重度訪問介護

同行援護

行動援護

　一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するた

めの支援を行います。

就労移行支援

自立訓練

就労定着支援

○

○

○

○

　自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機

能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。機能訓練

と生活訓練があります。

就労選択支援
　就労アセスメントの手法を活用して、障害を持つ人の希望や就労

能力、適性等に合った選択を支援します。
○○
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障害者 障害児

 

○
　施設や病院に長期入所等している人が、地域生活に移行できるよ

う居宅の確保や地域生活の準備などの地域移行支援を行います。
地域移行支援

○

　施設や病院に長期入所等していた人が、地域生活に移行後、安

心して地域生活を継続できるよう連絡、相談等の地域定着支援を

行います。

地域定着支援

区　　分 サービス内容

　障害者の自立した生活を支え、課題の解決や適切なサービス利用

に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援を行います。
計画相談支援 ○ ○

相

談

支

援

基幹相談支援センター ○ ○

　地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務（身体障害・知

的障害・精神障害）及び成年後見制度利用支援事業を実施し、

地域の実情に応じた業務を行います。

　日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団

生活への適応訓練、その他の必要な支援を行います。
児童発達支援

　日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓

練、治療等を行います。
医療型児童発達支援

　生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その

他必要な支援を行います。
放課後等デイサービス

精神通院医療 　精神疾患の継続的な通院治療です。

自

立

支

援

医

療

　障害者が日常生活で必要な移動や動作を行うために、身体機能

の障害や身体欠損を補完・代替するための用具について、購入・修

理または貸与に要した費用の支給を行います。

補装具

　身体障害のある18歳以上の障害者に対して、指定医療機関で対

象となる障害を軽減したり、機能を回復したりするための医療です。
更生医療 ○

　身体障害のある18歳未満の肢体不自由、音声・言語機能障

害、視聴覚障害、心臓機能障害（手術を伴う場合）、腎臓障

害、先天性内臓障害（手術を伴う場合）の児童に対して、指定医

療機関で対象となる障害を軽減したり回復するための治療です。

育成医療 ○

障

害

児

サ

ー

ビ

ス

○

○

○

○

○

○

　障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援

を行います。
保育所等訪問支援

　重症心身障害児等の重度の障害児等であって、児童発達支援

等の障害児通所支援を受けるための外出が著しく困難な障害児に

対し、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知

識技能の付与等の支援を行います。

居宅訪問型

児童発達支援

　障害児の心身の状況や保護者の障害児通所支援の利用移行等

を聞いて、支援の種類や内容等の計画を作成します。
障害児相談支援
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【地域生活支援事業】

区

分
サービス内容事業名

　日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、障害

者等への理解を深めるため研修・啓発を通じて地域住民への働きかけの強化を行

います。

理解促進研修・啓発

必

須

事

業

　成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保する

体制を整備するとともに、一般住民による後見人の活用も含めた法人後見の活動

を支援することで、障害者の権利擁護を行います。

成年後見制度

法人後見支援

　意思疎通を図ることに支障のある障害者等に、手話通訳者、要約筆記者の派遣

や手話通訳者の設置により、意思疎通を仲介し、意思疎通の円滑化を図ります。
意思疎通支援

重度の障害のある人に対して、介護・訓練支援用具や自立生活用具などの日常

生活用具の給付等を行います。
日常生活用具給付等

　自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者やその家族、地

域住民等による地域における自発的な取り組みへの支援を行います。
自発的活動支援

　様々な相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援、また、

障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう就労に関する

支援を行います。

相談支援

　障害者等の権利擁護又は、成年後見制度の周知を図り、利用を希望する人に

支援を行います。
成年後見制度利用支援

　下肢等の身体や知的に障害のある人に対して、自動車運転免許の取得に係る

費用を助成することにより、就労等の社会参加を促進します。
自動車運転免許取得

　身体に重度の障害のある人に対して、自動車の改造に係る費用を助成することに

より、社会参加を促進します。
本人用自動車改造助成

任

意

事

業

　手話で日常生活を行うのに必要な手話語い及び手話表現技術を習得したものを

養成し、意思疎通を図ることに支障がある障害者等が自立した日常生活又は社会

生活を営むことができるよう支援を行います。

手話奉仕員養成研修

　屋外での移動が困難な障害者に対し、社会生活上不可欠な外出及び余暇活

動等の社会参加のための外出支援を行います。
移動支援

　在宅の障害者が、地域で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ

う、創作的な活動又は生産的な活動の機会の提供及び社会との交流の促進等を

図り、日中活動を支援します。

地域活動支援センター
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 ３．国の指針に基づく目標の設定 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

  【国の成果目標】  

施設入所者の地域生活への 

移行に関する目標 

令和 8年度末時点で、令和 4年度末の施設入所者数の６％以上が

地域生活へ移行することを基本とする。 

施設入所者数の削減に関する目標 
令和8年度末時点で、令和4年度末時点の施設入所数を５％以上

削減することを基本とする。 

   

【三宅村の成果目標】 

    島内には入所施設がないことから、すべて島外の施設利用となります。三宅村の施設入所者数（令和４年度末）

は６名で、その多くは重度の方や重複障害の方であるため、今後の移行については困難が想定されます。そのため、

今回は数値目標を定めません。 

    しかし、「三宅村福祉に関するアンケート調査」の結果からは、福祉施設等利用者の方の一部から将来一人暮ら

しをしたい、家族と一緒に暮らしたい、との希望もあるため、きめ細やかな個別対応をいたします。 

 

 

（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

  【国の成果目標】  

精神障害にも対応した地域包括ケア

システムの構築に関する目標 

○精神障害者の精神病床からの退院後 1 年以内の地域での平均生

活日数を 325.3 日以上とする。 

○令和８年度の精神病床に 1 年以上の長期入院患者数(６５歳以

上、65 歳未満)目標値は令和２年度比 3.3 万人減とする。 

○精神病床の退院率は、３か月時点 68.9%以上、６か月時点

84.5%以上，1年時点 91.0％以上を基本とする。 

  

【三宅村の成果目標】 

    三宅村では、島内に精神障害者入院施設はなく認知症も含めて島外医療機関に入院しています。島内における

精神保健医療福祉関係の基盤が脆弱であるため、具体的な数値目標は定めません。 

 

 【三宅村の活動指標】 

項     目 
令和 

6 年度 

令和 

7 年度 

令和 

8 年度 
備   考 

市町村ごとの保健、医療、福祉関係者による協議の場の開

催回数 
12 12 12 

精神障害だけでなく情報共

有等が必要なすべてのケー

スを対象に毎月開催 

保健、医療及び福祉関係者による協議の場への関係者の

参加者数 
９ ９ ９ 

上記ケア会議には、毎回介

護・福祉の関係者も参加 

精神障害者の地域移行支援の利用者数 0 0 0  

精神障害者の地域定着支援の利用者数 0 0 0  
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精神障害者の共同生活援助の利用者数 8 8 8  

精神障害者の自立生活援助の利用者数 0 0 0  

精神障害者の自立訓練（生活訓練）の利用者数 0 1 0  

    島内の医療・介護・福祉関係者による「医療介護ケア会議」を今後も毎月継続して開催し、課題のあるケー

スについて情報共有及び対応策等を協議していきます。 

 

 

（３）地域生活支援の充実 

  【国の成果目標】  

地域生活支援の充実に関する目標 

令和８年度末までに、地域生活支援拠点等を各市町村若しくは圏域

に整備するとともに、機能充実のためのコーディネーター配置等効果的な

支援体制構築を進め、年１回以上運用状況の検証・検討を行うこと。 

強度行動障害を有する者への 

支援体制の充実 

令和８年度末までに、強度行動障害を有する者に関して、各市町村

又は圏域で支援ニーズを把握、支援体制の整備を進めること[新規]。 

 

 【三宅村の成果目標】 

項       目 目標値 

令和８年度末までに地域生活支援拠点の整備数 １(箇所) 

令和８年度末までに地域生活拠点へ配置するコーディネーターの人数 １人 

令和８年度末までに強度行動障害を有する者に関する調査の実施 実 施 

     コーディネーターの配置については、「三宅村福祉に関するアンケート調査」の結果からも、「希望する暮らし」や「就

労」、「三宅村にあったら良いサービス」など複数の調査項目の回答結果から「相談できる場所」充実への要望が多い

ことから、大いに必要性があります。そのため、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、緊急時の対応や

施設等からの地域移行を支援する地域生活支援拠点を整備する必要があるため、三宅村においても相談、緊急

時の受入、対応、地域の体制づくり及び支援体制構築のためのコーディネーター配置に努めるほか、強度行動障害

を有する者の支援ニーズ把握のため、当該者の把握に取り組みます。 

 

  【三宅村の活動指標】 

項     目 
令和 

6 年度 

令和 

7 年度 

令和 

8 年度 
備   考 

地域生活支援拠点の設置箇所数 
面的整備型 0 0 1 

 
多機能拠点整備型 0 0 0 

コーディネーターの配置人数 0 0 1  

検証及び検討の実施回数について、年間の見込み数 0 0 1  

強度行動障害を有する者への支援体制の充実 0 0 0  

   地域生活支援拠点の設置については、必要な機能として示されている、(1)相談 (２)緊急時の受け入れ・対応 

(３)体験の機会・場 (４)専門的人材の確保・養成 (５)地域の体制づくり について、５つすべての機能を島内で

充足させることは困難が想定されます。整備にあたっては、一つの施設で５つの機能を担う形態［多機能拠点整備型］

ではなく、複数の事業所が機能を担い合う［面的整備型］による整備を目指していきます。 
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（４）福祉施設から一般就労への移行等 

  【国の成果目標】  

就労移行支援事業所等を通じた 

一般就労への移行に関する目標 

○就労移行支援事業等の利用を経て一般就労に移行する者の数を

令和８年度中に令和３年度実績の 1.28 倍以上を基本とし、そのうち

次の３事業の成果目標は（いずれも令和３年度実績比） 

  ・就労移行支援事業   ：1.31 倍以上 

  ・就労継続支援 A型事業：1.29 倍以上 

  ・就労継続支援 B型事業：1.28 倍以上 とする。 

○就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の

割合が５割以上の就労移行支援事業所を５割以上[新規] 

一般就労後の 

定着支援に関する目標 

○令和８年度末の就労定着支援事業利用者数を、令和３年度末

実績の 1.41 倍以上とする。 

○令和８年度の就労定着支援事業の利用終了後の一定期間での就

労定着率が７割以上となる事業所の割合が 25％以上とする[新規]。 

  

 【三宅村の成果目標】 

    三宅村では村内に福祉施設はなく、島外の施設等を利用していることから、島外福祉施設等と連携を取りながら

支援を行ってまいります。数値目標については、島外施設等利用者の多くは高齢であったり重複障害の方であるため、

定めません。 

 

 

（５）障害児支援の提供体制の整備等 

  【国の成果目標】  

障害児に対する重層的な 

地域支援体制の構築 

○重層的な支援体制構築のため、令和 8 年度末までに、児童発達支

援センターを各市町村又は各圏域に 1 か所以上設置することを基本と

する（中核的な支援機能を有する体制整備も可）。 

○令和 8 年度末までに、すべての市町村で障害児の地域社会への参

加・包容を推進する体制を構築することを基本とする。 

重症心身障害児・ 

医療的ケア児への支援 

○令和8年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支

援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村又は圏域に少

なくとも 1 か所以上確保すること。 

○令和 8 年度末までに、各市町村において医療的ケア児等に関するコ

ーディネーターを配置することを基本とする。 

  

 【三宅村の成果目標】 

項       目 目標値 

令和８年度末までに児童発達支援センターの設置数 １(箇所) 

令和 8年度末までに障害児の地域社会への参加・包容の推進体制の構築 体制を構築 

令和８年度末までに児童発達支援事業所・放課後デイサービス等の確保 ― 

令和８年度末までに医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置 ― 
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    小規模自治体である三宅村での児童発達支援センター設置は困難ですが、中核的な支援機能を有する体制 

整備を目標とします。また、障害児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進する体制の構築を進めま

す。 

    一方、島内の脆弱な医療資源等から、重症心身障害児等が本村で生活することは困難であることから、児童発

達支援事業所及び放課後デイサービス事業所の確保並びに医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置に係

る目標値は設定しません。 

    

【三宅村の活動指標】 

項     目 
令和 

6 年度 

令和 

7 年度 

令和 

8 年度 
備   考 

ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラ

ム等の受講者数 
0 1 1 

WEB形式による講習

への参加 

ペアレントメンターの人数 0 0 1  

ピアサポートの活動への参加人数 5 5 5  

    離島のため、WEB 形式のよる講習への参加によってペアトレーニング等の講習会への参加を目指します。また、行

政が中心となり、発達障害等を抱えている家族等が集い合い、互いに相談・情報交換できるような場を設けていきま

す。 

 

 

（６）相談支援体制の充実・強化等 

  【国の成果目標】  

相談支援体制の充実・ 

強化等に関する目標 

○令和8年度末までに、総合的な相談支援、地域の相談支援体制の 

強化及び関係機関等の連携の緊密化を通じた地域づくりの役割を担う 

基幹相談支援センターを設置するとともに、基幹相談支援センターが地 

域の相談支援体制の強化を図る体制を確保する(基幹相談支援セン 

ター設置までの間、各市町村で地域の相談支援体制の強化に努める) 

○個別事例検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等の取り組み

を行う協議会の体制を確保する[新規]。 

  

 【三宅村の成果目標】 

項       目 目標値 

令和８年度末までに基幹相談センター設置の有無 有（機能） 

地域における障害者の支援体制整備を検討する協議会の体制の確保 体制を確保 

    三宅村では、総合的な相談支援、関係機関等の連携を図るための基幹相談センター機能の設置を図っていきま

す。また、小規模自治体である本村には地域相談支援事業所はないことから、自立支援協議会において個別事例

の検討を通じて村内で可能なサービス開発について検討します。 
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【三宅村の活動指標】 

項     目 
令和 

6 年度 

令和 

7 年度 

令和 

8 年度 
備   考 

基幹相談センターによる地域の相談支援事業所に対する訪

問等による専門的な指導・助言件数 
0 0 0 

村内に相談支援事業

所はありません。 

基幹相談支援センターによる地域の相談支援事業所の人

材育成の支援件数 
0 0 0 

村内に相談支援事業

所はありません。 

基幹相談支援センターによる地域の相談機関との連携強化

の取り組みの実施回数 
0 0 12 

医療・介護・福祉関係者に

よる医療介護連携ケア会

議を毎月開催して関係機

関の相互連携を図ります。 

基幹相談支援センターによる個別事例の支援内容の検証の

実施回数 
0 0 12 

上記ケア会議において、個

別事例の検証を含めて検

討します。 

基幹相談支援センターにおける主任相談支援専門員の配

置数 
0 0 0  

協議会における相談支援事業

所参画による 

事例検討実施回数 2 2 2  

参加事業者・機関数 5 5 5  

専門部会の設置数 0 0 0  

専門部会の実施回数 0 0 0  

    三宅村では、基幹相談支援センターとしての機能を、地域包括支援センターが事務局として開催している島内関

係機関相互の情報共有及び事例検討を行っている「医療介護連携ケア会議」に位置づけ、三宅島社会福祉協議

会、地域包括支援センター、村等の関係機関が一体となって同会議の継続・充実強化を図っていきます。 

 

 

（７）障害福祉サービス等の質を向上させるための取り組みに係る体制の構築 

  【国の成果目標】  

障害福祉サービス等の質を向上 

させるための取り組みに係る体制の 

構築に関する目標 

令和 8 年度末までに、都道府県、市町村で、サービスの質の向上を図

るための体制を構築する。 

  

 【三宅村の成果目標】 

項       目 目標値 

障害福祉サービス等に係る各種研修の活用 １(人) 

    都が実施する障害福祉サービス等に係る研修へ、村障害福祉担当が参加することで、障害福祉サービス等の質

の向上に努めます。 
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【三宅村の活動指標】 

項     目 
令和 

6 年度 

令和 

7 年度 

令和 

8 年度 
備   考 

都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修その他

の研修への市町村職員の参加人数 
1 1 1  

障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共

有する体制の有無及びその実施回数 

なし なし なし システム自体利用して

いません。 0 0 0 

指導監査結果の関係市町村との共有体制の有無及びその

共有回数 

なし なし なし 
 

0 0 0 

 



４．障害福祉サービスの実績及び見込み量

（１）訪問系サービス

区分 Ｒ3年度 Ｒ４年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 Ｒ7年度 Ｒ8年度

計画値 0 0 0

実　績 0 0 0

計画値 0 0 0

実　績 0 0 0

計画値 0 0 0

実　績 0 0 0

計画値 0 0 0

実　績 0 0 0

計画値 0 0 0

実　績 0 0 0

計画値 0 0 0

実　績 0 0 0

計画値 0 0 0

実　績 0 0 0

計画値 0 0 0

実　績 0 0 0

計画値 0 0 0

実　績 0 0 0

計画値 0 0 0

実　績 0 0 0

（２）日中活動系サービス

区分 Ｒ3年度 Ｒ４年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 Ｒ7年度 Ｒ8年度

計画値 8 8 8

実　績 7 7 6

計画値 160 160 160

実　績 150 167 124

計画値 0 0 0

計画値 0 0 0

計画値 0 0 0

計画値 0 0 0

実　績 0 0 0

計画値 0 0 0

実　績 0 0 0

0 0 0

利用日数（人日/月） 0 0 0

うち強度行動障害を有する者 利用者数（人/月）

うち高次脳機能障害を有する者 利用者数（人/月）

うち医療的ケアを必要とする者 利用者数（人/月）

自立訓練（機能訓練）

利用者数（人/月）

サービス名 事項（単位）
実　　績 見込み量

生活介護

利用者数（人/月） 8 8 8

利用日数（人日/月） 160 160 160

重度障害者等包括支援

利用者数（人/月） 0 0 0

利用時間数(人日/月) 0 0 0

行動援護

利用者数（人/月） 0 0 0

利用時間数(人日/月) 0 0 0

同行援護

利用者数（人/月） 0 0 0

利用時間数(人日/月) 0 0 0

重度訪問介護

利用者数（人/月） 0 0 0

利用時間数(人日/月) 0 0 0

サービス名 事項（単位）
実　　績 見込み量

居宅介護

利用者数（人/月） 0 0 0

利用時間数(人日/月) 0 0 0

61



区分 Ｒ3年度 Ｒ４年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 Ｒ7年度 Ｒ8年度

計画値 0 0 0

実　績 1 0 0

計画値 0 0 0

計画値 0 0 0

実　績 18 0 0

計画値

実　績

計画値 0 0 0

計画値 0 0 0

実　績 1 0 0

計画値 0 0 0

実　績 14 0 0

計画値 0 0 0

実　績 0 0 0

計画値 0 0 0

実　績 0 0 0

計画値 1 1 1

実　績 1 1 1

計画値 20 20 20

実　績 21 24 25

計画値 0 0 0

実　績 0 0 0

計画値 3 3 3

実　績 2 2 1

計画値 1 1 1

実　績 0 0 0

計画値 30 30 30

実　績 0 0 0

計画値 0 0 0

計画値 0 0 0

計画値 0 0 0

計画値 0 0 0

実　績 0 0 0

計画値 0 0 0

実　績 0 0 0

計画値 0 0 0

計画値 0 0 0

計画値 0 0 0

うち強度行動障害を有する者 利用者数（人/月）

うち高次脳機能障害を有する者 利用者数（人/月）

うち医療的ケアを必要とする者 利用者数（人/月）

医療型短期入所

（医療型ショートステイ）

利用者数（人/月） 0 0 0

利用日数（人日/月） 0 0 0

うち強度行動障害を有する者 利用者数（人/月）

うち高次脳機能障害を有する者 利用者数（人/月）

うち医療的ケアを必要とする者 利用者数（人/月）

福祉型短期入所

（福祉型ショートステイ）

利用者数（人/月） 1 1 1

利用日数（人日/月） 30 30 30

就労定着支援 利用者数（人/月） 0 0 0

療養介護 利用者数（人/月） 3 3 3

就労継続支援（Ｂ型）

利用者数（人/月） 1 1 1

利用日数（人日/月） 25 25 25

就労継続支援（Ａ型）

利用者数（人/月） 0 0 0

利用日数（人日/月） 0 0 0

就労選択支援
利用者数（人/月） 0 0 0

利用日数（人日/月）

就労移行支援

利用者数（人/月） 1 1 1

利用日数（人日/月） 15 15 15

自立訓練（生活訓練）

利用者数（人/月） 0 0 0

うち精神障害者利用者数

利用日数（人日/月） 0 0 0

サービス名 事項（単位）
実　　績 見込み量
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（3）居住系サービス

区分 Ｒ3年度 Ｒ４年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 Ｒ7年度 Ｒ8年度

計画値 0 0 0

実　績 0 0 0

計画値 9 9 9

実　績 10 8 8

計画値 0 0 0

実　績 0 0 0

計画値 8 8 8

実　績 6 6 5

区分 Ｒ3年度 Ｒ４年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 Ｒ7年度 Ｒ8年度

計画値 16 16 17

実　績 3 2 2

計画値 0 0 0

実　績 0 0 0

計画値 0 0 0

実　績 0 0 0

計画値 0 0 0

実　績 0 0 0

計画値 0 0 0

実　績 0 0 0

区分 Ｒ3年度 Ｒ４年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 Ｒ7年度 Ｒ8年度

計画値 0 0 0

実　績 0 0 0

計画値 0 0 0

実　績 0 0 0

計画値 0 0 0

実　績 0 0 0

計画値 0 0 0

実　績 0 0 0

計画値 0 0 0

実　績 0 0 0

計画値 0 0 0

実　績 0 0 0

放課後等デイサービス

利用児童数（人/月） 0 0 0

利用日数（人日/月）

0 0

0 0 0

保育所等訪問支援

利用児童数（人/月） 0 0 0

利用日数（人日/月） 0

（５）障害児支援

サービス名 事項（単位）
実　　績 見込み量

児童発達支援

利用児童数（人/月） 0 0 0

利用日数（人日/月） 0 0 0

基幹相談支援センター

設置有無 0 0
1

(機能)

主任相談支援専門員配

置数（人）
0 0 0

地域移行支援 利用者数（人/月） 0 0 0

地域定着支援 利用者数（人/月） 0 0 0

サービス名 事項（単位）
実　　績 見込み量

計画相談支援 利用者数（人/月） 3 3 4

施設入所支援 利用者数（人/月） 8 8 8

（4）相談支援

共同生活援助

（グループホーム）

利用者数（人/月） 9 9 9

重度障害者

利用者数（人/月）
0 0 0

サービス名 事項（単位）
実　　績 見込み量

自立生活援助 利用者数（人/月） 0 0 0
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区分 Ｒ3年度 Ｒ４年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 Ｒ7年度 Ｒ8年度

計画値 0 0 0

実　績 0 0 0

計画値 0 0 0

実　績 0 0 0

計画値 0 0 0

実　績 0 0 0

計画値 0 0 0

実　績 0 0 0

区分 Ｒ3年度 Ｒ４年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 Ｒ7年度 Ｒ8年度

計　画 有 有 有

実　績 有 有 有

計　画 無（検討）無（検討）無（検討）

実　績 無 無 無

計　画 1 1 1

実　績 1 1 1

計　画 無（検討）無（検討）無（検討）

実　績 無 無 無

計　画 無（検討）無（検討）無（検討）

実　績 無 無 無

計　画 無（検討）無（検討）無（検討）

実　績 無 無 無

計　画 1 1 1

実　績 1 1 1

計　画 無（検討）無（検討）無（検討）

実　績 無 無 無

計　画 0 0 0

実　績 0 0 0

計　画 0 0 0

実　績 0 0 0
0

方　　策 手話通訳に係るニーズがある場合は、東京都と連携しながら手話通訳者の派遣等を行っていきます。　

意思疎通

支援事業

手話通訳者・要約筆記者

派遣事業
利用件数 0 0 0

手話通訳者設置事業 設置者数 0 0

成年後見制度

法人後見支援事業
実施有無 無（検討） 無（検討） 無（検討）

方　　策 島内で継続して安定した支援ができる法人確保について検討します。

成年後見制度

利用支援事業
利用件数 1 1 1

方　　策
社会福祉協議会が実施している「地域福祉権利擁護事業」から「成年後見制度利用活用事業」へと、必要に応

じて繋げていくほか、「社協だより」による広報で制度の周知を図ります。

方　　策 村及び関係職員の研修参加による資質向上を図ることにより、相談機能の強化に努めていきます。

検討 検討
1

(機能)

市町村相談支援

機能強化事業
実施有無 無（検討） 無（検討） 無（検討）

方　　策 社会福祉協議会等と連携し、住民による自発的な活動を促す機運醸成に努めていきます。

相談支援

事業

障害者相談支援事業
実施見込

箇所
1 1 1

基幹相談支援センター 設置有無

住宅入居等支援事業 実施有無 無（検討） 無（検討） 無（検討）

方　　策
社会福祉協議会が毎月発行する「社協だより」のほか、「福祉まつり」「緑化活動」等の地域住民との触れ合う場を

通じて、啓発活動を行います。

自発的活動支援事業 実施有無 無（検討） 無（検討） 無（検討）

５．地域生活支援事業

事業名 区　分
実　　績 見込み量

理解促進研修・啓発事業 実施有無 有 有 有

障害児相談支援 利用者数（人/月） 0 0 0

医療的ケア児に対する関連分

野の支援を調整するコーディ

ネーター配置人数

人 0 0 0

居宅訪問型児童発達支援

利用児童数（人/月） 0 0 0

利用日数（人日/月） 0 0 0

サービス名 事項（単位）
実　　績 見込み量
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区分 Ｒ3年度 Ｒ４年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 Ｒ7年度 Ｒ8年度

計　画 1 0 1

実　績 0 0 0

計　画 0 1 0

実　績 1 0 0

計　画 1 0 1

実　績 0 0 0

計　画 0 1 0

実　績 0 0 0

計　画 24 24 24

実　績 8 8 8

計　画 1 0 1

実　績 0 0 1

計　画 0 0 0

実　績 0 0 0

計　画 1 1 1

実　績 0 0 0

計　画 600 600 600

実　績 0 0 0

計　画 1(基礎的) 1(基礎的) 1(基礎的)

実　績 １(基礎的) １(基礎的) １(基礎的)

計　画 6 6 6

実　績 6 6 6

計　画 1 0 1

実　績 0 0 1

方　　策

計　画 0 1 0

実　績 0 0 1

方　　策

計　画 有 有 有

実　績 無 有 有

方　　策

方　　策
障害者等が、創作的活動などを通して地域社会との交流促進が図られるよう内容等を創意工夫しながら、地域活

動支援センターⅢ型を目指していきます。

その他

身体障害者用自動車

改造費助成事業
利用件数 1 0 1

利用見込みを基に予算を措置し、必要な支援を行います。

障害者地域

自立支援協議会
実施有無 有 有 有

地域の障害者に係る地域課題を共有しながら課題解決に向けた検討及び解決策の提言等を行い

ます。

心身障害者自動車

運転教習費助成事業
利用件数 0 1 0

利用見込みを基に予算を措置し、必要な支援を行います。

方　　策 利用見込みを基に予算を措置し、必要な支援を行います。

地域活動支援センター

機能強化事業

実施箇所 １(基礎的) １(基礎的) １(基礎的)

利用者数 6 6 6

移動支援事業

利用件数 1 1 1

延時間数 600 600 600

24 24

手話奉仕員養成研修事業 登録者数 0 0 1

方　　策
手話は一つの言語であることから、手話を必要とする障害者等との意思疎通が可能な地域づくりのために養成研修

事業へ参加を促していきます。

居宅生活動作補助用具 給付件数 1 1 1

方　　策 利用見込みを基に予算を措置し、必要な支援を行います。

1

在宅療養等支援用具 給付件数 0 1 0日常生活

用具給付

等事業

介護・訓練支援用具 給付件数 0 1 0

自立生活支援用具 給付件数 1 0

情報・

意思疎通支援用具
給付件数 0 1 0

排泄管理支援用具 給付件数 24

事業名 区　分
実　　績 見込み量

65



区分 Ｒ3年度 Ｒ４年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 Ｒ7年度 Ｒ8年度

計　画 6 6 6

実　績 2 2 1

方　　策 利用見込みを基に予算を措置し、必要な支援を行います。

６．補装具

事業名 区　分
実　　績 見込み量

補装具費支給制度 利用件数 6 6 6
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第５章 計画の推進に向けて                           

 １．計画の推進体制 

   障害者が地域で自立して生活していくためには、障害者当事者やその家族、障害者団体の意見・要望等を

活かしていくとともに、福祉、保健、保育、教育、就労などの幅広い分野の連携や地域とのネットワーク化が必要と

なります。本計画では、村・関係機関・住民が一体となって障害者を支えるネットワークの構築を目指していきます。

本計画に掲げた施策等について、国や東京都の実施する各種事業や制度等を活用し、連携を図りながら実施

していきます。 

   また、地域の住民や企業に対して、障害に対する正しい知識の普及に努め、障害者の理解の推進を図るとと

もに、共生社会の実現を目指します。 

 

 ２．計画の進捗管理と評価 

   本計画を着実に推進するために、計画を立て（Plan）、それを実行し（Do）、結果を評価して

（check）、見直しを行う（Action）という PDCA サイクルに基づき計画の推進と評価を行います。 

   そのため、三宅村自立支援協議会において成果目標や施策等に関する実績を把握し、分析・評価を行って 

いきます。また、計画の進捗や効果の評価結果、新たな国・都の施策などに柔軟に対応し、三宅村自立支援 

協議会の意見を聞きながら必要に応じて見直しをしていきます。 

    なお、本計画において、今後検討することとした課題については、継続して取り組みを進めていきます。 

 

 

 
PDCA サイクルのイメージ 

【Plan(計画)】 

■成果目標及び活動指標を設定するととも

に、障害福祉サービスの見込み量の設定やど

のほか確保方策等を定める。 

【Do (実行)】 

■計画の内容に基づき、事業を実施する。 

【Acton (改善)】 

■中間評価等の結果を踏まえ、必要があると

認めたときは、計画の見直し等を実施。 

【Check (評価)】 

■成果目標や施策等について、１年に１回

その自席を評価し、中間評価として分析評

価を行います。 



 

 

 
参 考 資 料 



問
とい

１　　お答
こた

えいただくのは、どなたですか。（○は１つだけ）

　　１．本人
ほんにん

（この調査
ち ょ う さ

票
ひょう

が郵送
ゆうそう

された宛名
あ て な

の方
かた

）

　　２．本人
ほんにん

の家族
か ぞ く

　　３．家族
か ぞ く

以外
い が い

の介助者
かいじょしゃ

問
とい

２　　あなたの年齢
ねんれい

をお答
こた

えください。（令和
れ い わ

５年
ねん

１０月
がつ

１日現在
にちげんざい

）

満
まん

歳
さい

問
とい

３　　あなたの性別
せいべつ

をお答
こた

えください。（○は１つだけ）

１．男性
だんせい

２．女性
じょせい

問
とい

４　　あなたがお住
す

まいの地域
ち い き

はどこですか。（○は１つだけ）

１．神着
かみつき

　２．伊豆
い ず

３．伊ヶ谷
い が や

４．坪
つぼ

田
た

　５．阿古
あ こ

６．島外
とうがい

　　　　　　１．父親
ちちおや

２．母親
ははおや

３．兄弟
きょうだい

姉妹
し ま い

　　　　　　４．祖父
そ ふ

５．祖母
そ ぼ

６．配偶者
はいぐうしゃ

　　　　　　７．子
こ

８．その他
ほか

（　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　９．いない（一人
ひ と り

で暮
く

らしている）

福祉
ふ く し

に関
か ん

するアンケート調査
ち ょ う さ

　　調査票
ち ょ う さ ひ ょ う

※これ以降
い こ う

、この調査
ち ょ う さ

票
ひょう

が郵送
ゆうそう

された宛名
あ て な

の方
かた

を「あなた」とお呼
よ

びしますので、ご本人
ほんにん

　（この調査票
ちょうさひょう

の対象
たいしょう

者
し ゃ

：障害
しょうがい

のある方
かた

）の状況
じょうきょう

などについて、お答
こた

えください。

あなた（宛名
あ て な

の方
か た

）の性別
せ い べ つ

・年齢
ね ん れ い

・ご家族
か ぞ く

などについて

問
とい

５　　いま、あなたが一緒
いっし ょ

に暮
く

らしている人
ひと

は、どなたですか。（あてはまるものすべてに○）

※グループホーム、福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
と う

を利用
り よ う

されている方
かた

は「９．」としてください。
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　【問
とい

6で「一部
い ち ぶ

（ときどき）必要
ひつよう

」又
また

は「全部
ぜ ん ぶ

必要
ひつよう

」と答
こた

えた方
かた

がお答
こた

えください】

問
とい

7　　あなたを支援
し え ん

してくれる方
かた

は主
おも

に誰
だれ

ですか。（あてはまるものすべてに○）

１．父母
ふ ぼ

・祖父母
そ ふ ぼ

・兄弟姉妹
きょうだいしまい

４．ホームヘルパーや施設
し せ つ

の職員
しょくいん

２．配偶者
はいぐうしゃ

(夫
おっと

または妻
つま

) ５．その他
ほか

の人
ひと

(ボランティア等
と う

)

３．子
こ

ども

　【問
とい

７で、１．２．３と答
こた

えた方
かた

がお答
こた

えください】

問
とい

８　　あなたを支援
し え ん

してくれる家族
か ぞ く

で、主
おも

な方
かた

の年齢
ねんれい

、性別
せいべつ

、健康
けんこう

状態
じょうたい

をお答
こた

えください。

　①　年齢
ねんれい

（令和
れ い わ

５年
ねん

１０月
がつ

１日現在
にちげんざい

）

満
まん

歳
さい

　②　性別
せいべつ

（○は１つだけ）

１．男性
だんせい

２．女性
じょせい

　③　健康
けんこう

状態
じょうたい

（○は１つだけ）

１．よい ２．ふつう ３．よくない

⑩　薬
くすり

の管理
か ん り

の援助
えんじょ

1 2 3

⑧ 家族
か ぞ く

以外
い が い

の人
ひと

との意思
い し

疎通
そ つ う

の援助
えんじょ

1 2 3

⑨　お金
かね

の管理
か ん り

の援助
えんじょ

1 2 3

⑥　家
いえ

の中
なか

の移動
い ど う

の介助
かいじょ

1 2 3

⑦　外出
がいしゅつ

の介助
かいじょ

1 2 3

④　衣服
い ふ く

の着脱
ちゃくだつ

の介助
かいじょ

1 2 3

⑤　身
み

だしなみの介助
かいじょ

1 2 3

②　トイレの介助
かいじょ

1 2 3

③　入浴
にゅうよく

の介助
かいじょ

1 2 3

項
こ う

　　　　目
も く

不
ふ

　要
よ う 一部

い ち ぶ

(ときどき)
全部
ぜ ん ぶ

必要
ひつよう

必
ひつ

　要
よ う

①　食事
し ょ く じ

の介助
かいじょ

1 2 3

問
とい

6　　日常
にちじょう

の生活
せいかつ

の中
なか

で、次
つぎ

の支援
し え ん

が必要
ひつよう

ですか。①から⑩のそれぞれにお答
こた

えください。

　　（①から⑩それぞれに○を１つ）
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問
とい

９　　あなたは身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
て ちょ う

をお持
も

ちですか。（○は１つだけ）

１．１級
きゅう

２．２級
きゅう

３．３級
きゅう

４．４級
きゅう

５．５級
きゅう

６．６級
きゅう

７．持
も

っていない

問
とい

１０　身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
て ちょ う

をお持
も

ちの場合
ば あ い

、主
し ゅ

たる障害
しょうがい

をお答
こた

えください。(○は１つだけ)

１．視覚
し か く

障害
しょうがい

２．聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

３．音声
おんせい

・言語
げ ん ご

・そしゃく機能
き の う

障害
しょうがい

４．肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

（上肢
じ ょ う し

） ５．肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

（下肢
か し

）

６．肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

（体幹
たいかん

） ７．内部
な い ぶ

障害
しょうがい

（１～６以外
い が い

）

問
とい

１１　　あなたは療育
りょういく

手帳
て ちょ う

(愛
あい

の手帳
て ちょ う

）をお持
も

ちですか。（○は１つだけ）

１．1度
ど

２．2度
ど

３．3度
ど

４．4度
ど

５．知的
ち て き

障害
しょうがい

があるが手帳
て ちょ う

を持
も

っていない ６．持
も

っていない

問
とい

１２　　あなたは精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
て ちょ う

をお持
も

ちですか。（○は１つだけ）

１．１級
きゅう

２．２級
きゅう

３．３級
きゅう

４．精神
せいしん

障害
しょうがい

があるが手帳
て ちょ う

を持
も

っていない ５．持
も

っていない

問
とい

１３　　【１８歳未満
さ い み ま ん

の方
かた

のみお答
こた

えください】　あなたは重症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害
しょうがい

の認定
にんてい

を受
う

けて

いますか。（○は１つだけ）

※重症心身障害
じゅうしょうしんしんしょうがい

とは、重度
じゅうど

の肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

と重度
じゅうど

の知的
ち て き

障害
しょうがい

とが重複
じゅうふく

した状態
じょうたい

のことをいいます。

１．受
う

けている ２．受
う

けていない

あなたの障害
しょうがい

の状況
じょうきょう

について

　【問
とい

９で、「１．」から「６．」までを選択
せんたく

された方
かた

がお答
こた

えください】
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問
とい

１４　　あなたは難病
なんびょう

（指定
し て い

難病
なんびょう

）の認定
にんてい

を受
う

けていますか。（○は１つだけ）

１．受
う

けている ２．受
う

けていない

問
とい

１５　　あなたは発達
はったつ

障害
しょうがい

として診断
しんだん

されたことがありますか。（○は１つだけ）

１．ある ２．ない

問
とい

１６　　あなたは高次脳機能
こ う じ の う き の う

障害
しょうがい

として診断
しんだん

されたことがありますか。（○は１つだけ）

１．ある ２．ない

　【問
とい

１６で「ある」を選択
せんたく

された方
かた

がお答
こた

えください】

問
とい

１７　　その関連
かんれん

障害
しょうがい

をお答
こた

えください。（あてはまるものすべてに○）

１．視覚
し か く

障害
しょうがい

２．聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

３．音声
おんせい

・言語
げ ん ご

・そしゃく機能
き の う

障害
しょうがい

４．肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

（上肢
じ ょ う し

） ５．肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

（下肢
か し

）

６．肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

（体幹
たいかん

） ７．内部
な い ぶ

障害
しょうがい

（１～６以外
い が い

）

※難病
なんびょう

（指定
し て い

難病
なんびょう

）とは、筋萎縮性
きんいしゅくせい

側索
そ く さ く

硬化症
こうかしょう

（ＡＬＳ）やパーキンソン病
びょう

などの治療法
ちりょうほう

が

確立
かくりつ

していない疾病
しっぺい

その他
ほか

の特殊
とく し ゅ

の疾病
しっぺい

をいいます。

※発達
はったつ

障害
しょうがい

とは、自閉症
じへいしょう

、アスペルガー症候群
しょうこうぐん

その他
ほか

の広汎性発達障害
こうはんせいはったつしょうがい

、学習
がくしゅう

障害
しょうがい

、注意
ちゅうい

欠如
けつじょ

多動性
た ど う せ い

障害
しょうがい

などをいいます。

※高次脳機能障害
こうじのうきのうしょうがい

とは、一般
いっぱん

に、外傷性
がいしょうせい

脳損傷
のうそんしょう

、脳
のう

血管
けっかん

障害
しょうがい

等
と う

により脳
のう

に損傷
そんしょう

を受
う

けその後遺
こういしょ

症
う

等
と う

として生
しょう

じた記憶
き お く

障害
しょうがい

、注意
ちゅうい

障害
しょうがい

、社会的
しゃかいてき

行動
こうどう

障害
しょうがい

などの認知
に ん ち

障害
しょうがい

等
と う

を指
さ

すものとされてお

り、具体的
ぐ た い て き

には「会話
か い わ

が上手
う ま

く噛
か

み合
あ

わない」等
と う

の症状
しょうじょう

があります。
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問
とい

１８　　あなたは現在
げんざい

医療的
いりょう てき

ケアを受
う

けていますか。（○は１つだけ）

１．受
う

けている ２．受
う

けていない

　【問
とい

１8で「受
う

けている」を選択
せんたく

された方
かた

がお答
こた

えください】

問
とい

１９　　あなたが現在
げんざい

受
う

けている医療的
いりょう てき

ケアをご回答
かいとう

ください。（あてはまるもの

すべてに○）

１．気管
き か ん

切開
せっかい

２．人工
じんこう

呼吸器
こ き ゅ う き

（レスピレーター）

４．吸引
きゅういん

５．胃
い

ろう・腸
ちょう

ろう ６．鼻腔
び く う

経管
けいかん

栄養
えいよう

７．中心
ちゅうしん

静脈
じょうみゃく

栄養
えいよう

（ＩＶＨ） ８．透析
とうせき

９．カテーテル留置
り ゅ う ち

１０．ストマ（人工
じんこう

肛門
こうもん

・人工
じんこう

膀胱
ぼう こう

）

１１．服薬
ふ く や く

管理
か ん り

１２．その他
ほか

３．吸入
きゅうにゅう
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問
とい

２０　　あなたは現在
げんざい

どのように暮
く

らしていますか。（○は１つだけ）

１．一人
ひ と り

で暮
く

らしている

２．家族
か ぞ く

と暮
く

らしている

３．グループホームで暮
く

らしている

４．福祉
ふ く し

施設
し せ つ

（障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

、高齢者
こうれいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

）で暮
く

らしている

５．病院
びょういんに

に入院
ゅういん

している

６．その他
ほか

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問
とい

２１　　あなたは今後
こ ん ご

３年
ねん

以内
い な い

にどのような暮
く

らしをしたいと思
おも

いますか。（○は１つだけ）

１．一般
いっぱん

の住宅
じゅうたく

で一人
ひ と り

暮
く

らしをしたい

２．家族
か ぞ く

と一緒
いっし ょ

に暮
く

らしたい

３．グループホームなどを利用
り よ う

したい

４．福祉
ふ く し

施設
し せ つ

（障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

、高齢者
こうれいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

）で暮
く

らしたい

５．その他
ほか

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 １．住宅
じゅうたく

で医療的
いりょう てき

ケアなどが適切
てきせつ

に得
え

られること

２．障害
しょうがい

者
し ゃ

に適
てき

した住居
じゅうきょ

の確保
か く ほ

３．必要
ひつよう

な在宅
ざいたく

サービスが適切
てきせつ

に利用
り よ う

できること

４．生活
せいかつ

訓練
くんれん

等
と う

の充実
じゅうじつ

５．経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

６．相談
そうだん

対応
たいおう

等
と う

の充実
じゅうじつ

７．地域
ち い き

住民
じゅうみん

等
と う

の理解
り か い

８．コミュニケーションについての支援
し え ん

９．その他
ほか

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

暮
く

らしや住
す

まいについて

問
とい

２２　　希望
き ぼ う

する暮
く

らしを送
お く

るためには、どのような支援
し え ん

があれば良
よ

いと思
おも

いますか。

　　　　　（あてはまるものすべてに○）
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問
とい

２３　　あなたは、１週間
しゅうかん

にどの程度
て い ど

外出
がいしゅつ

しますか。（○は１つだけ）

１．毎日
まいにち

外出
がいしゅつ

する

２．１週間
しゅうかん

に数回
すうかい

外出
がいしゅつ

する

３．めったに外出
がいしゅつ

しない

４．全
まった

く外出
がいしゅつ

しない

　【問
とい

２４と２５は、問
とい

２３で、「４．」以外
い が い

を選択
せんたく

した方
かた

がお答
こた

えください。】

問
とい

２４　　あなたが外出
がいしゅつ

する際
さい

の主
おも

な同伴者
どうはんしゃ

は誰
だれ

ですか。（○は１つだけ）

１．父母
ふ ぼ

・祖父母
そ ふ ぼ

・兄弟
きょうだい

姉妹
し ま い

２．配偶者
はいぐうしゃ

（夫
おっと

または妻
つま

）

３．子
こ

ども ４．ホームヘルパーや施設
し せ つ

の職員
しょくいん

５．その他
ほか

の人
ひと

（ボランティア等
と う

） ６．一人
ひ と り

で外出
がいしゅつ

する

１．通勤
つうきん

・通学
つ う がく

・通所
つ う し ょ

２．訓練
くんれん

やリハビリに行
い

く

３．医療
い り ょ う

機関
き か ん

への受診
じゅしん

４．買
か

い物
もの

に行
い

く

５．友人
ゆうじん

・知人
ち じ ん

に会
あ

う ６．趣味
し ゅ み

やスポーツをする

７．グループ活動
かつどう

に参加
さ ん か

する ８．散歩
さ ん ぽ

に行
い

く

９．その他
ほか

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

日中
に っち ゅう

活動
か つ ど う

や就労
し ゅう ろう

について

問
とい

２５　　あなたは、どのような目的
もくてき

で外出
がいしゅつ

することが多
おお

いですか。

　　　　　（あてはまるものすべてに○）
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問
とい

２６　　あなたは、平日
へいじつ

の日中
にっちゅう

を主
おも

にどのように過
す

ごしていますか。

（あてはまるものすべてに○）

１．会社
かいしゃ

勤
つ と

めや、自営業
じえいぎょう

、家業
かぎょう

などで収入
しゅうにゅう

を得
え

る仕事
し ご と

をしている

２．ボランティアなど、収入
しゅうにゅう

を得
え

ない仕事
し ご と

をしている

３．専業
せんぎょう

主婦
し ゅ ふ

（主夫
し ゅ ふ

）をしている

４．福祉
ふ く し

施設
し せ つ

、作業
さ ぎ ょ う

所
じ ょ

等
と う

に通
かよ

っている（就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ型
がた

も含
ふ く

む）

５．病院
びょういん

などのデイケアに通
かよ

っている

６．リハビリテーションを受
う

けている

７．自宅
じ た く

で過
す

ごしている

８．入所
にゅうしょ

している施設
し せ つ

や病院
びょういん

等
と う

で過
す

ごしている

９．大学
だいがく

、専門
せんもん

学校
がっこ う

、職業
しょくぎょう

訓練校
くんれんこう

などに通
かよ

っている

１０．特別
と く べつ

支援
し え ん

学校
がっこ う

（小中
しょうちゅう

高等部
こ う と う ぶ

）に通
かよ

っている

１１．一般
いっぱん

の高校
こ う こ う

、小
しょう

中学校
ちゅうがっこう

に通
かよ

っている

１２．幼稚園
よ う ち え ん

、保育
ほ い く

所
し ょ

、障害
しょうがい

児
じ

通園
つうえん

施設
し せ つ

などに通
かよ

っている

１３．その他
ほか

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　【問
とい

２７は、問
とい

２６で「１．」以外
い が い

を選択
せんたく

した18~64歳
さい

の方
かた

がお答
こた

えください。】

問
とい

２７　　あなたは今後
こ ん ご

、収入
しゅうにゅう

を得
え

る仕事
し ご と

をしたいと思
おも

いますか。（○は１つだけ）

　１．仕事
し ご と

をしたい

　２．仕事
し ご と

をしたいが、できない

　３．仕事
し ご と

はしたくない

　４．仕事
し ご と

はできない
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問
とい

２８　　あなたは、障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

支援
し え ん

として、どのようなことが必要
ひつよう

だと思
おも

いますか。

（あてはまるものすべてに○）

１．通勤
つうきん

手段
しゅだん

の確保
か く ほ

２．勤務
き ん む

場所
ば し ょ

におけるバリアフリー等
と う

の配慮
はいりょ

３．短時間
た ん じ か ん

勤務
き ん む

や勤務
き ん む

日数
にっすう

等
と う

の配慮
はいりょ

４．勤務
き ん む

時間
じ か ん

や日数
にっすう

が体調
たいちょう

に合
あ

わせて変更
へんこう

できること

５．在宅
ざいたく

勤務
き ん む

の拡充
かくじゅう

６．職場
し ょ く ば

の障害者
しょうがいしゃ

理解
り か い

７．職場
し ょ く ば

の上司
じ ょ う し

や同僚
どうりょう

に障害
しょうがい

の理解
り か い

があること

８．職場
し ょ く ば

で介助
かいじょ

や援助
えんじょ

等
と う

が受
う

けられること

９．具合
ぐ あ い

が悪
わる

くなった時
とき

に気軽
き が る

に通院
つういん

できること

１０．就労
しゅうろう

後
ご

のフォローなど職場
し ょ く ば

と支援
し え ん

機関
き か ん

の連携
れんけい

１１．企業
き ぎょ う

ニーズに合
あ

った就労
しゅうろう

訓練
くんれん

１２．仕事
し ご と

についての職場
し ょ く ば

外
がい

での相談
そうだん

対応
たいおう

、支援
し え ん

１３．その他
ほか

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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１．同居
ど う き ょ

家族
か ぞ く

２．親族
しんぞく

３．近所
きんじょ

の人
ひと

４．別居
べっき ょ

家族
か ぞ く

５．友人
ゆうじん

、知人
ち じ ん

６．職場
し ょ く ば

の上司
じ ょ う し

や同僚
どうりょう

７．施設
し せ つ

の指導員
し ど う い ん

など 8.ホームヘルパーなどサービス事業所
じ ぎ ょ う し ょ

の人
ひと

９．かかりつけの医師
い し

や看護師
か ん ご し

１０．民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

１１．病院
びょういん

のケースワーカーや介護
か い ご

保険
ほ け ん

のマネージャー

１２．通園
つうえん

支援
し え ん

や保育
ほ い く

所
じ ょ

、学校
がっこ う

の先生
せんせい

１３．相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じ ぎょ う

所
し ょ

などの民間
みんかん

の相談
そうだん

窓口
ま どぐち

１４．役場
や く ば

などの相談
そうだん

窓口
ま どぐち

１５．その他
ほか

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１６．相談
そうだん

相手
あ い て

はいない

問
とい

３０　　相談
そうだん

できる人
ひと

はどちらに住
す

んでいますか。（あてはまるものすべてに○）

１．同
おな

じ地区
ち く

内
ない

２．島内
とうない

（地区
ち く

以外
い が い

） ３．島外
とうがい

相談
そ う だ ん

相手
あ い て

について

問
とい

２９　　あなたは、普段
ふ だ ん

、悩
なや

みや困
こま

ったことをどなたに相談
そうだん

しますか。

　　　　　（あてはまるものすべてに○）

　【問
とい

２９で、「１．」から「１５．」までを選択
せんたく

された方
かた

がお答
こた

えください】
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１．本
ほん

や新聞
しんぶん

、雑誌
ざ っ し

の記事
き じ

、テレビやラジオのニュース

２．行政
ぎょうせい

機関
き か ん

の広報誌
こ う ほ う し

３．インターネット

４．家族
か ぞ く

や親
しん

せき、友人
ゆうじん

・知人
ち じ ん

５．サービス事業所
じ ぎ ょ う し ょ

の人
ひと

や施設
し せ つ

職員
しょくいん

６．障害
しょうがい

者
し ゃ

団体
だんたい

や家族
か ぞ く

会
かい

（団体
だんたい

の機関紙
き か ん し

など）

７．かかりつけの医師
い し

や看護師
か ん ご し

８．病院
びょういん

のケースワーカーや介護
か い ご

保険
ほ け ん

のケアマネージャー

９．民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

１０．園
えん

施設
し せ つ

や保育
ほ い く

所
じ ょ

、幼稚園
よ う ち え ん

、学校
がっこ う

の先生
せんせい

１１．相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じ ぎょ う

所
し ょ

などの民間
みんかん

の相談
そうだん

窓口
ま どぐち

１２．行政
ぎょうせい

機関
き か ん

の相談
そうだん

窓口
ま どぐち

１３．その他
ほか

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

か。（あてはまるものすべてに○）

問
とい

３１　　あなたは障害
しょうがい

のことや福祉
ふ く し

サービスなどに関
かん

する情報
じょうほう

を、どこから知
し

ることが多
おお

いです
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　１．ある ２．少
すこ

しある ３．ない

　【 問
とい

３２で、「１．」または「２．」と回答
かいとう

された方
かた

にお聞
き

きします。】

問
とい

３３　　どのような場所
ば し ょ

で差別
さ べ つ

や嫌
いや

な思
おも

いをしましたか。

（あてはまるものすべてに○）

１．学校
がっこ う

・仕事
し ご と

場
ば

２．仕事
し ご と

を探
さが

すとき

３．外出中
がいしゅつちゅう

４．余暇
よ か

を楽
たの

しむとき

５．病院
びょういん

などの医療
い り ょ う

機関
き か ん

６．住
す

んでいる地域
ち い き

７．その他
ほか

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問
とい

３４　　成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

についてご存知
ぞ ん じ

ですか。（○は１つだけ）

１．名前
な ま え

も内容
ないよう

も知
し

っている

２．名前
な ま え

を聞
き

いたことがあるが、内容
ないよう

は知
し

らない

３．名前
な ま え

も内容
ないよう

も知
し

らない

権利
け ん り

擁護
よ う ご

について

問
とい

３２　　あなたは、障害
しょうがい

があることで差別
さ べ つ

や嫌
いや

な思
おも

いをする（した）ことがありますか。

　　　　　（○は１つだけ）
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問
とい

３５　　あなたは、火事
か じ

や地震
じ し ん

等
と う

の災害
さいがい

時
じ

に一人
ひ と り

で避難
ひ な ん

できますか。（○は１つだけ）

１．できる ２．できない ３．わからない

　【問
とい

３５で、「2．」または「3．」と回答
かいとう

された方
かた

にお聞
き

きします。】

問
とい

３６　　１人
ひ と り

で避難
ひ な ん

できない理由
り ゆ う

をご回答
かいとう

ください。（あてはまるものすべてに○）

１．日中
にっちゅう

に家族
か ぞ く

が外出
がいしゅつ

している ２．頼
たよ

れる人
ひと

がいない

３．避難
ひ な ん

先
さき

がわからない ４．車
くるま

などの移動
い ど う

手段
しゅだん

がない

５．体
からだ

が不自由
ふ じ ゆ う

である ６．放送
ほうそう

がよく聞
き

き取
と

れない

７．その他
ほか

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問
とい

３７　　火事
か じ

や地震
じ し ん

等
と う

の災害
さいがい

時
じ

に困
こま

ることは何
なに

ですか。（あてはまるものすべてに○）

１．投薬
と う や く

や治療
ち り ょ う

が受
う

けられない

２．補装具
ほ そ う ぐ

の使用
し よ う

が困難
こんなん

になる

３．補装具
ほ そ う ぐ

や日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

の入手
にゅうしゅ

ができなくなる

４．救助
きゅうじょ

を求
もと

めることができない

５．安全
あんぜん

なところまで、迅速
じ ん そく

に避難
ひ な ん

することができない

６．被害
ひ が い

状況
じょうきょう

、避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

などの情報
じょうほう

が入手
にゅうしゅ

できない

７．周囲
しゅうい

とコミュニケーションがとれない

８．避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

の設備
せ つ び

（トイレ等
と う

）や生活
せいかつ

環境
かんきょう

が不安
ふ あ ん

９．その他
ほか

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１０．特
と く

にない

災害
さ い が い

時
じ

の避難
ひ な ん

等
と う

について
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問
とい

３８　　三宅村
み や け む ら

にあったら良
よ

い、あるいは利用
り よ う

したいサービスは何
なに

ですか。

（あてはまるものすべてに○）

１．日中
にっちゅう

に集
あつ

まれる場所
ば し ょ

２．障害
しょうがい

を持
も

つ人
ひと

が入所
にゅうしょ

できる施設
し せ つ

３．外出
がいしゅつ

のための支援
し え ん

４．就労
しゅうろう

につながる支援
し え ん

５．訪問
ほうもん

サービス（家事
か じ

・入浴
にゅうよく

・排泄
はいせつ

などの支援
し え ん

）

６．相談
そうだん

できる場所
ば し ょ

７．手話
し ゅ わ

通訳
つ う やく

者
し ゃ

の派遣
は け ん

８．買
か

い物
もの

支援
し え ん

９．その他
ほか

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問
とい

３９　　あなたが困
こま

っていることで、三宅村
み や け む ら

に望
のぞ

むことを自由
じ ゆ う

に記入
きにゅう

してください。

要望
よ う ぼ う

など
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（２）三宅村障害福祉計画等策定委員会設置要綱 

 

訓 令 第 １ ３ 号 

令和５年８月１日 

 

（設置） 

第１条 障害者基本法（昭和 45年法律第 84号）第１１条第３項の規定に基づく第４期三

宅村障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平

成 17年法律第 123号)第 88条第 1項に基づく第７期三宅村障害福祉計画並びに児童福

祉法(昭和 22年法律第 164号)第３３条の２０第１項に基づく第３期三宅村障害児福祉

計画の策定に係る検討をするため、三宅村障害福祉計画等策定委員会(以下「委員会」

という。)を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

（１）計画の策定に関すること 

（２）計画に必要な調査に関すること 

（３）その他、村長が前各号に関して必要と認める事項に関すること 

 

（組織） 

第３条 委員会は次に掲げる委員をもって組織し、村長が委嘱する。 

（１）障害者（家族）代表者 １名 

（２）障害福祉代表者  ２名 

（３）保健・医療代表者 ２名 

（４）学識経験者    １名 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から令和６年３月３１日までとし、補欠委員の任期は前

任者の残任期間とする。 

 

（役職） 

第５条 委員会に委員長１名、副委員長１名を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。 

３ 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 会議の議長は、委員長をもって充てる。 

３ 委員会は、委員の過半数の者が出席しなければ会議を開くことができない。 
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４ 委員長は、必要があるときは委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことが

できる。 

 

（会議の公開） 

第７条 委員会の会議、会議録及び会議に係る資料は、公開とする。ただし、出席した委 

員の過半数により決したときは、その全部又は一部を公開しない。 

 

（報償費及び費用弁償） 

第８条 委員並びに第６条第４項により出席を求められた委員以外の者（以下「委員等」 

という。）が、会議に出席した場合は、報償費及び費用弁償（以下「報償費等」とい

う。）を支給する。 

２ 報償費等の額については、三宅村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に 

関する条例（昭和５６年６月２９日条例第７号）の別表第１の三宅村介護認定審査会委 

員に準ずる。 

３ 委員等のうち、国及び地方公共団体に属する常勤の職員である者に対しては、報償費 

等を支給しない。また、辞退する者へも同様とする。 

 

（守秘義務） 

第９条 委員は、委員会の内容その他職務上知り得た秘密事項を第三者に漏らしてはなら 

ない。任期終了後も同様とする。 

 

（庶務） 

第 10条 委員会の庶務は、三宅村福祉健康課において処理する。 

 

（委任） 

第 11条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は別に定めるものとする。 

 

 

 

附 則 

この要綱は、令和５年８月１日から施行する。 



氏　　　名 委嘱区分 所　　　　　属 任　　　　期

栗原　夏子 学識経験者 東京都三宅支庁
令和５年９月 1日から

 令和６年３月３１日まで

野尻　晋太郎 三宅村中央診療所
令和５年９月 1日から

 令和６年３月３１日まで

白鳥　直子 東京都島しょ保健所三宅出張所
令和５年９月 1日から

 令和６年３月３１日まで

早川　信 三宅島社会福祉協議会
令和５年９月 1日から

 令和６年３月３１日まで

浅沼　里沙 三宅島民生児童委員協議会
令和５年９月 1日から

 令和６年３月３１日まで

堀井　星児 障害者（家族）代表者
令和５年９月 1日から

 令和６年３月３１日まで

（３）　三宅村障害福祉計画等策定委員会委員名簿

医療・保健代表者

障害福祉代表者
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（４）計画策定の経過 

 

時  期 内  容  等 

令和５年８月 ・策定委員会設置要綱制定 

令和５年８月 ・委員委嘱 

令和 5 年 8 月 22 日 第 1 回障害者自立支援協議会開催：アンケート内容の検討等 

令和５年９月 12日 

・第１回策定委員会開催 

（村長諮問、委員長選任・策定説明・アンケート調査等） 

令和 5年 9月 30 日 

～10月 31 日 

・アンケート調査の実施 

令和５年 10～１1月 ・アンケートの取りまとめ 

令和５年１２月 4 日 第２回障害者自立支援協議会開催：アンケート結果の確認等 

令和 6年 1月 23 日 

・第２回策定委員会開催 

（アンケート結果・計画素案説明等） 

令和６年２月 2日 

・第３回策定委員会開催 

（計画案の確定） 

令和 6年 2月 9日 ・委員長から村長へ答申 

     令和６年３月 ・村としての計画成案 ・議会へ報告（障害者計画） ・公表 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４期三宅村障害者計画 

第 7期三宅村障害福祉計画 

第 3期三宅村障害児福祉計画 

（令和 6年度～令和 8年度） 
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編 集：三宅村 福祉健康課 福祉係 
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